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 都道府県別の二酸化炭素森林吸収量及び
排出量推計から考察した環境に対する地方の貢献

   藤　田　武　美※

※ 弘前大学大学院地域社会研究科 地域産業研究講座

要旨：
二酸化炭素の森林吸収量と排出量を都道府県別（部門ごと）に明らかにして排出量取引価格に換算

し、県民経済計算の指標と関連させて分析した。二酸化炭素の森林吸収量と排出量は、国内全体のデー
タがあるが、双方を都道府県別（部門ごと）に集計した最近のデータが乏しく、評価も進んでいない。
分析の結果、三大都市圏では、森林吸収量が全国の13.6%しかなく、1990年比 6%排出削減目標量と
の収支が17,010千 t－CO2（35,313百万円相当）の排出超過であり、地方では40,596千 t－CO2（84,277
百万円相当）の吸収超過と推計され、二酸化炭素排出量と人口、県内総生産等との間で強い相関が認
められた。人口と経済が集中する大都市圏の繁栄は、地方の環境容量の上に成立し、地方が森林をは
じめ我が国の環境を保持しており、環境に対する地方の貢献が検証された。

キーワード：CO2、都道府県別森林吸収量、都道府県別排出量、環境に対する地方の貢献

Regional Contributions to the Environment: 
Examining the Estimated CO2 Emissions and CO2 Absorption 

by the Forest in each Prefecture

Takemi FUJITA

Abstract：
This paper analyzes the relationship of the Gross Prefectural Product Index to CO2 emissions 

and CO2 absorption by the forest in each prefecture (by sector) as disclosed in measurements from 
the Emissions Trading market. National data concerning CO2 emissions and absorption for all of 
Japan is available, however data broken down by prefecture (by sector) is scarce and has not been 
widely researched. Results from analysis show that in the case of the three metropolitan areas, 
forest absorption of CO2 only accounted for 13.6% of the national amount. In relation to the 1990 6% 
emissions reduction goal, emissions have exceeded the emissions/absorption balance by 17,010kt-
CO2 (equivalent to 35,313 million yen). While at the same time in other areas, absorption of CO2 
exceeded emissions by an estimated amount of 40,596kt-CO2 (equivalent to 84,277 million yen). It is 
acknowledged that there is a strong correlation between Gross Domestic Product, population, and 
CO2 emissions. This paper examines the contributions that regional areas provide by the sheer size 
of the environment and protection of the forests for the prosperity of the large metropolitan areas 
in Japan, where the highest concentration of people and economic activities are located.
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１．はじめに

本稿は、二酸化炭素（以下 ｢CO2｣ と表記）の森林吸収量､ 排出量及びその収支を都道府県別、部
門ごとに明らかにしCO2排出量取引価格で換算するとともに、県民経済計算の指標等と関連させて分
析することにより、環境に対する地方の貢献を検証するものである。
1997年京都議定書が採択され、地球温暖化防止に向けてCO2排出量取引が取り入れられ、欧州連
合域内排出量取引制度が2005年から始まり、CO2排出量が国境を越え市場取引されている。日本でも
京都議定書によるCO2排出量1990年比 6%削減のため、政府や電力会社が目標不足分を諸外国からク
レジットとして年平均で9,750万t－CO2を購入しているが、国内では、東京都が温室効果ガス排出総
量削減義務と排出量取引を初めて条例化し2010年から施行している段階にある。CO2排出量取引制度
は、環境の価値が貨幣換算される時代、社会を成立させ、環境に対し新たな経済価値をもたらしてお
り、経済的に豊かではないが環境に恵まれた国、地域がCO2排出量取引により経済的に発展している
国、地域を環境面で補完し貢献している。本稿における環境に対する地方の貢献は、単に地方が豊か
な自然を保全し大都市圏の環境を補完しているという定性的なことではない１）。国レベルでCO2排出
量取引が行われていることに着目し、国内の大都市圏と地方のCO2森林吸収量、排出量と経済的価
値を推計し対比することにより、環境に対する地方の貢献を定量化し、検証するものである２）。
我が国の大都市圏と地方の関係を環境の観点に立脚してみると、大都市圏の繁栄は、我が国の環境

容量を減少させ、経済的に衰退する地方の環境容量の上に成立しているといえる。この関係はCO2
森林吸収量、排出量及びその収支によって捉えることが可能であるが、都道府県別（部門ごと）のデー
タや経済指標と関連させた評価も不十分である。
日本全体のCO2森林吸収量及び排出量の算定方法と算出結果は、（独）国立環境研究所地球環境研

究センターの温室効果ガスインベントリオフィス（以下「GIO」と略称 ）が気候変動に関する国際
連合枠組条約（以下「UNFCCC」と略称） 第 4 条及び第12条並びに京都議定書３）第 7条に基づき、
UNFCCC事務局へ提出している『日本国温室効果ガスインベントリ報告書』（以下「NIR」と略称）
に示されている。都道府県別のCO2森林吸収量及び排出量は、NIRでは算定されていないが、NIRの
日本全体の算定値と都道府県別に算定した先行研究の全国集計値の適合度をみると、先行研究のCO2
森林吸収量は0.6倍又は3.4倍と乖離し、CO2排出量は例えば民生（家庭）部門が1.2～2.5倍、民生（業
務）部門が0.35～0.9倍など部門別データが乖離している傾向にある。
具体的課題は、次の 4点である。第 1に、都道府県別CO2森林吸収量が小川ら（2001）の算定と岐

阜県（2001）の簡単な行政資料しかなく、2000年以前のデータで適合度に課題がある。第 2に、都
道府県別、部門ごとのCO2排出量の文献データは、部門ごとデータが2000年以前のもので適合度に
課題がある。第 3に、都道府県別のCO2排出量と森林吸収量の収支の文献は、岐阜県（2001）の簡
単な行政資料しかなく、2000年以前のデータで適合度に課題がある。第 4に、都道府県別のCO2排
出量と経済指標と関連させた文献は一部あるが、大都市圏と地方との関係や相関関係が捉えられてい
ない（以上第2章）。
そこで本稿では、都道府県別のCO2森林吸収量を算出し、CO2排出量、それらの収支を新たに算

出するとともに（第3章）、大都市圏と地方のCO2排出量と経済指標の関連性を定量的に分析して環境
への地方の貢献を検証し、アメニティ平等論を基に環境税等の地方への還元方策の考え方を述べる４）

（第4章）。
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２．都道府県別CO2森林吸収量及び排出量の先行研究

都道府県別のCO2森林吸収量及び排出量に関しては、データが乏しく、先行研究も少ない。国際
的に認められている我が国のCO2排出量と吸収量は、UNFCCC及び京都議定書に基づきGIOが作成
したNIRに示されている。また、この日本国の報告書であるNIRを基に、 GIOがCO2排出部門等を再
編成し『日本の温室効果ガス排出量データ（確定値）』（以下「GIO値」と略称）5）を作成し、環境省
及び（独）国立環境研究所が日本全体のCO2排出量及び吸収量として公表しており、NIR等のこれらの
データは公的な評価基準とみなされる。
NIR等のデータは都道府県別に算定されていないが、ここでは、国際的に認められている公的な評

価基準であるNIR等の日本全体の算定値と都道府県別CO2森林吸収量及び排出量に関する先行研究
の全国集計値とを比較し、適合度を検証するなどして先行研究の課題を明らかにする。なお、CO2森
林吸収量はNIRのデータ（以下「NIR値」と略称） を基準とするが、CO2排出量は排出部門の区分な
どの関係からGIO値を基準とする。
（1）都道府県別CO2森林吸収量

都道府県別CO2森林吸収量は、小川ら（2001）の算定と岐阜県（2001）の簡単な行政資料があ
るが、これらの文献の森林吸収量は、NIRで示された蓄積変化法と異なり樹種ごとの積算でないこ
となどからNIR値の3.4倍、0.6倍と適合度に課題がある。
小川ら（2001）は、算定方法が植物種類別の純生産量を利用しCO2と多糖類C6H10O5の重量比で

算出する生産生態学的手法によっており、1995年のCO2森林吸収量を国内全体で7,778万t－C
（285,193千t－CO2）と算出している。これは、NIR（2008年 5月版）における1995年国内CO2森
林吸収量84,356千t－CO2と比べて3.4倍となっている。
岐阜県（2001）の行政資料は、第 7回締約国会議（COP7）で日本に認められた森林吸収効果3.9％

に相当する43,852千t－CO2を1990から1994年までの都道府県別森林資源増加量等で按分し1990
年の都道府県別CO2森林吸収量を算出しているに過ぎない。これは、森林資源増加量からの直接
の積算ではなく、日本全体及び都道府県別のCO2吸収量を積算して捉えておらず、NIR（2010年 4
月版）における1990年の日本のCO2森林吸収量72,428千t－CO2と比較した適合度の検証も難しく、
その0.6倍の量に過ぎない。

（2）都道府県別CO2排出量等
都道府県別のCO2排出量の文献は、環境庁（1998）、岐阜県（2001）、資源エネルギー庁（2006）、
資源エネルギー庁（2007）、資源エネルギー庁（2010）、環境省（2010）の行政資料と、森口ら（1992）、
長谷川（2006a）、長谷川（2006b）、室田ら（2007）、室田（2008）、長谷川（2008）の算定がある。
これらは、部門ごとのデータが不十分であり、例えば民生（家庭）部門が1.2～2.5倍、民生（業務）
部門が0.35～0.9倍などGIO値との適合度に課題がある。
すなわち、GIOが示す 7部門ごとに区分したデータは、環境庁（1998）を除いて掲載されていな

い。資源エネルギー庁の行政資料はグラフのみで数値が未掲載であり、環境省の行政資料は、排出
年度が都道府県によって16年度から18年度とまちまちでデータの欠落もあり、国内の総排出量が
算定されていない。岐阜県の行政資料は、京都議定書の基準年（1990年）における国内の総排出
量1,124,400千t－CO2を環境庁（1998）における各都道府県CO2排出量で按分して算出しているに
過ぎない。また、室田ら（2007）の算定は都道府県別、部門ごとのグラフはあるがデータが未掲載
であり、室田（2008）の算定は都道府県別の総排出量のデータしか掲載されていない。これらは、
GIO値との適合度も検証できず、部門ごとのデータもないことから活用が難しい。
次に、部門ごとのデータがある主な先行文献は、表 1のとおりである。GIO値との適合度を比べ

てみると、CO2総排出量はほぼ適合しているが、工業プロセスや民生部門、廃棄物部門が低くなっ
ている。また、これらは、いずれも2000年以前の算定値で最近のものではなく、7部門に区分に
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されていない文献も見受けられる。
なお、各都道府県のCO2森林吸収量と排出量の双方を捉えた文献は岐阜県（2001）のみであるが、
上述したとおり、双方の算定に課題があるため、当然にCO2の吸収と排出の算定が正確性に欠け
るとともに、排出部門も未区分であり、活用が難しい。

表1 主な先行文献におけるCO2排出量の算定値とGIO値との適合度
　（単位：千t－CO2）

（出所）主な先行文献をもとに筆者算定（森口（1992）は都道府県別データ非掲載）。
　　注：部門ごと区分とその値は先行文献から筆者が推定して求めている場合があり、また、各計は積上方式で計算したた

め、実際の文献データと一致しない場合がある（以下同様）。

３．都道府県別のCO2森林吸収量と排出量及び収支の算定

（1）都道府県別のCO2森林吸収量
①算定方法と算定結果の検証
本稿のCO2森林吸収量の算定方法は、UNFCCC及び京都議定書によって我が国がUNFCCC事務
局へ提出しているNIRにおける蓄積変化法に基づいており６）、 （1）式及び（2）式のとおり炭素ス
トック量をCO2ストック量に置き換え都道府県ごとに算定した。森林蓄積のデータは、林野庁がホー
ムページ等で公表している最新の『森林資源の現況（2007年 3月31日現在）』を期末とし、期首と
して前回調査の『森林資源の現況（2002年 3月31日現在）』を使用した。各係数の数値は、NIRの
各年版で樹種ごとに異なっているが、この期末・期首の森林蓄積データが12樹種区分であるため、
本稿の各係数は、表 2のとおりこれと対応するNIR 2006年 8月版の12樹種区分の数値とした７）。

ΔCO2 LB＝Σ｛（CO2  t2－CO2  t1）／（t2－t1）｝k （1）

 ΔCO2 LB ：生体バイオマスのCO2ストック量の変化量（千t－CO2／yr）
 t2 ：2007年 3月31日現在　t1：2002年 3月31日現在 
 CO2 t2 ：2007年 3月31日現在のCO2ストック量（千t－CO2）
 CO2 t1 ：2002年 3月31日現在のCO2ストック量（千t－CO2）
 k ：管理施業タイプ（森林の種類）
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CO2 j ＝[ Vj・Dj・BEFj ]・（ 1＋Rj ）・CF・（44／12） （2）

 CO2 ：生体バイオマスのCO2ストック量（千t－CO2／yr）
 V ：蓄積（千m3）
 D ：容積密度（t－dm／m3）
 BEF ：バイオマス拡大係数（無次元）
 R ：地上部に対する地下部の比率（無次元）
 CF ：炭素含有率
 j ：樹種
 （44／12） ：炭素ストック量をCO2ストック量に換算するための分子量比率

算定に当たっては、拡大係数が 4齢級（20年生）以下と 5齢級（21年生）以上の樹木で異なって
いるため、まず、この 2段階ごとに各樹種で蓄積量を積算し、（2）式によりCO2ストック量を求めて
から双方を加え、2007年 3月31日現在と2002年 3月31日現在の樹種別・都道府県別のCO2ストック
量をそれぞれ算出した。
次に、2007年 3月31日現在のCO2吸収量ストック量から2002年 3月31日現在のCO2吸収量ストッ
ク量の差を求め、蓄積期間の 5年間で除して2002年から2007年までの各都道府県別・樹種別の森林
CO2吸収量の年間平均値を算出した。
なお、対象とする森林は、『森林資源の現況』における森林法（昭和26年法律第249号）第 2条第
1項で規定された森林のうち、樹種別・齢級蓄積量が明らかな立木地の計画対象林とした。計画対象
外森林と無立木地が除かれるが、対象森林の蓄積量は『森林資源の現況』における森林蓄積量の
99.64%を占めるため、実質的な影響は極めて少ない。

表2　樹種別の拡大係数（BEF）、地上部に対する地下部の比率（R）及び容積密度（D）

（出所）『日本国温室効果ガスインベントリ報告書』（2006年 8 月版）P（ 7-7 ）をもとに筆者構成。

CO2森林吸収量を算定した結果、NIR値を100とすると算出値は約102と適合度が良好となった。
2002年 3月末から2007年 3月末までの各都道府県別CO2森林吸収量の年間平均値は、表3８）のとおり、
国内全体で91,705千t－CO2と算出された。
同様の12樹種区分によってCO2森林吸収量を算出しているNIRの2006年 8月版によると、2003年

が93,932千t－CO2、2004年が93,888千t－CO2である。さらに36樹種区分に細分化したNIR の2008
年 5 月版では、2005年が87,500千t－CO2、2006年が83,389千t－CO2である。NIRでは2002年デー
タが未掲載のため 9）、この 4年間の平均値は89,677千t－CO2であり、これを100とすると本稿の算
定値は102.26となった。
双方の差2,028千t－CO2は、本稿の林野庁『森林資源の現況』森林蓄積データの12樹種区分と対

応するNIR（2006年 8 月版）に基づく算定と、NIRの2007年 5 月版以降の36樹種区分の算定との違
いによる影響と考えられる。
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②都道府県別、樹種別のCO2年間平均森林吸収量
CO2年間平均森林吸収量は、表 3のとおり、人工林針葉樹が59,587千 t－CO2で64.98%、人工林

広葉樹が2,426千 t－CO2で2.65%、天然林針葉樹が5,203千 t－CO2で5.67%、天然林広葉樹が24,490
千 t－CO2で26.70%を占め、人工林針葉樹と天然林広葉樹が全吸収量91,705千 t－CO2の約 9割と
なる。
都道府県別・樹種別のCO2吸収量と上位・下位の順位は、表 3のとおりである。各都道府県で

面積と人口が異なるため、1km2当たりのCO2吸収量と 1人当たりCO2吸収量の積の平方根によっ
て比較した。全国値が13.2t－CO2で、多い順に山口県が64.8t－CO2、高知県が42.1t－CO2、宮崎
県が39.3 t－CO2、島根県が32.2t－CO2、秋田県が29.8 t－CO2である。少ない順では、大阪府が0.4t
－CO2、広島県が0.5t－CO2、東京都が0.7t－CO2、香川県が1.8t－CO2、神奈川県が2.1t－CO2で
ある。東京圏 10）の 4都県は0.7～5.4 t－CO2で全国平均の 5～40%となっている。
総固定量（賦存量）は多いが年間平均吸収量の少ない場合は森林が成熟し育成があまり進んでお

らず、逆に総固定量（賦存量）は少ないが年間平均吸収量の多い場合は森林が若く育成が進んでい
るものと考えられる。
③我が国のCO2吸収源としての森林の状況と普通地方交付税
森林のCO2吸収には間伐と植林が効果を及ぼす。我が国の間伐面積は、図 1のとおり、年間30

万ha台であったが、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」等による京都議定書第 1約
束期間のCO2森林吸収対策として、2007年以降は50万ha台に増加し、民有林が 8割前後を占めて
いる。一方、我が国では、全国の森林面積2,500万haに対し、造林面積がピークの1954年の433千
ha、1.7%から2010年には24千ha、0.1%となり、94%減と激減している。森林蓄積量に対する年間
伐採量比率が図 2のとおり0.53％でOECD加盟国中データがある25か国の平均1.28%の約 4割と我
が国は最少であり、森林の更新が進んでいない。また、図3のとおり、1齢級の人工林が1985年の
604千haから2006年には88千haと85%も減少し、人工林の高齢級構成比率（10齢級以上）が35%
となっており、2017年には 6割に達すると推定されている。
都道府県及び市町村の林業費は、図 4のとおり、1988年の12,834億円から2010年には8,258億円

と36%減少し、特に単独事業費は2,932億円から1,048億円と64%も減少している。林業産出額は、
図 5のとおり、ピークの1955年の11,582億円から2010年には4,217億円と64%も減少し、木材生産
額はピークの1955年の9,674億円から2010年には1,946億円で80%減と激減し、林業の衰退が懸念
される。一方、自治体の固有財源として税収再配分機能を担う普通地方交付税は、三位一体改革に
よって図 6のとおり、地方圏の36道県では2000年度と比べて2012年度は約 2兆55百億円も減少し
ている。しかし、普通地方交付税は、人口が集中し経済的に豊かな大都市圏の10府県に対して約
3兆35百億円交付されており、政令指定都市に対しても約64百億円交付されている。
1km2当たりのCO2吸収量と1人当たりCO2吸収量の積の平方根をみると、大都市圏では岐阜県、

三重県及び京都府を除く 8都府県が、政令指定都市のある15道府県では北海道、京都府及び熊本
県を除く12府県が全国値を下回っている。地方の道県がCO2森林吸収に貢献している一方で、地
方交付税が減少して森林の管理費が確保されなければ、植林の減少や森林の放置が進み、CO2吸収
源に影響を及ぼすことが懸念される。



都道府県別の二酸化炭素森林吸収量及び排出量推計から考察した環境に対する地方の貢献

‒ 9 ‒

表3 都道府県別の森林の蓄積量･CO2吸収量の年間平均値（2002.3.31～2007.3.31）と賦存量（2007.3.31現在）
 （単位：千ｍ3、千t－CO2、％）

（出所）林野庁『森林資源の現況』（2007年 3 月版、2002年 3 月版）及び総務省『平成18年10月 1 日現在推計人口』（2007年版）
をもとに筆者算定。

　　注：着色部分は、上位又は下位の 5位の都道府県と各都道府県のスケールレベルを示す。
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（2）都道府県別のCO2排出量
①算定方法と算定結果の検証
CO2排出量の算定は、資源エネルギー庁（2010）『都道府県別エネルギー消費統計』のデータの

換算値を基本とし、データ欠落部門やGIO値との適合度が低い部門を各都道府県公表データで補
完した。この結果、各部門のGIO値との適合度は工業用プロセスの74以外は92～103の間となり、
ばらつきがなく良好となった。

（出所）林野庁（2012）『平成23年度森林･林業白書』等をもとに筆者作成。 林野庁（2006）『平成17年度森林･林業白書』

図１　造林面積と間伐面積の推移 図２　森林蓄積量に対する年間伐採量比

（出所）林野庁（2012）『平成23年度森林･林業白書』をもとに筆者作成。 総務省『地方財政白書』（2000～12）をもとに筆者作成。

図３　人工林の齢級別面積 図４　都道府県及び市町村の林業費

（出所）林野庁（2012）『平成23年度森林･林業白書』 総務省『都道府県別決算状況調』及び『市町村別決算状況調』
（2002 ～ 2010）等をもとに筆者作成。

図５　林業産出額の推移 図6 大都市圏と地方圏、政令指定都市の普通地方交付税額の推移
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最初に、森林吸収量を算定したときの期末年度と同じ2006年度（年）を基本とし、地球温暖化対
策推進法に基づき各都道府県が策定している地球温暖化対策実行計画によるCO2排出量を調査し
た。各都道府県の公表データを集計した結果、国内全体のCO2排出量は、表 4のとおり、1,254,400
千t－CO2と集計され、GIO値の2006年度排出量1,266,706千t－CO2を100とすると集計値は99.0と
良好な適合度となった。しかし、部門ごとの適合度は、民生（家庭）部門が104.1、運輸部門が
91.9、廃棄物等が94.9と高かったが、産業部門が130.8、工業プロセスが74.3、民生（業務）部門が
69.3であり、エネルギー転換は32.0と低い見積もりとなった。
適合度が低い要因としては各統計値の按分が実態と合わないことなどが考えられる。本稿は、大

都市圏と地方を比べて地方の環境への貢献を検証することを趣旨として、都道府県別のCO2吸収
量及び排出量（部門別）を算定するものであり、この要因を詳しく調べることではないため、これ
以上言及しない。
次に、資源エネルギー庁（2010）『都道府県別ネルギー消費統計』では、都道府県ごとの個表で

各部門のエネルギー消費量と炭素排出量を掲載しており、この個表の炭素排出量をCO2排出量に
換算して都道府県別、部門ごとに集計した。国内全体のCO2排出量は、表 6の総括表のとおり、
930,585千t－CO2と算出され、GIO値との適合度が73.5となった。部門ごとに適合度は、産業部門
が102.3、民生（家庭）部門が102.9、民生（業務）部門が92.2と高いが、家庭用乗用車のみで算定
している運輸部門は30.3と低く、他の部門はデータが未掲載のため、算出できなかった。
そこで、各都道府県の排出量を比較するには同じ算定方法によることが望ましいため、『都道府

県別エネルギー消費統計』のデータからの換算排出量を基本とし、部門によっては各都道府県の算
定データを補完した。国内全体のCO2排出量は、表 5の総括表のとおり、1,151,240千t－CO2と算
出され、GIO値との適合度が90.9となり、各部門の適合度も、74.3%の工業プロセス以外は91.9%
～102.9%の間にあった。前述の文献でも、表 1と表 5のとおり、GIO値との適合度が低い部門や未
算定の部門もあることの実態を考えれば、本稿の算定結果は各部門のばらつきがなく良好となった。
地球温暖化対策推進法に基づき各都道府県及び国がCO2排出削減対策を講じる上で、各都道府県
を比較できるより正確なデータを提供することは意義がある。
②都道府県別、部門別のCO2排出量
都道府県別・部門別の排出量と上位・下位の順位は、表 6（A～I ）のとおりである。各都道府県

で面積と人口が異なり、CO2林吸収量との収支をみるためにも、1km2当たりのCO2排出量と 1人
当たりCO2排出量の積の平方根によって比較した。
全国値が165.7t－CO2で、少ない順に、秋田県が76.2 t－CO2、山形県が79.7 t－CO2、奈良県が
83.9 t－CO2、岩手県が85.6t－CO2、北海道が87.1t－CO2となっている。
多い順では、山口県が450.3t－CO2、東京都が424.1t－CO2、神奈川県が401.8 t－CO2、愛知県が
395.7 t－CO2、岡山県が377.4 t－CO2で、山口県と岡山県は、製鉄所や石油化学工場、セメント工
場等が立地しCO2排出量の多い県である。東京圏の4都県は240.5～424.1t－CO2で全国値の1.5～2.6
倍となっている。
大都市圏では岐阜県、奈良県及び京都府を除く 8都府県が、政令指定都市のある15道府県では

北海道、宮城県、新潟県、京都府及び熊本県を除く10府県が全国値を上回っている。図7のとおり、
2006年の人口密度（1km2当たり）は、全国平均343人に対し多い順に東京都が6,020、大阪府が4,647
人、神奈川県が3,655人、埼玉県が1,877人である。1人当たりの住宅延べ面積（2005年国勢調査結果）
は、全国平均33.8m2に対し狭い順に沖縄県が27.6m2、東京都が29.8m2、大阪府が30.2m2、神奈川県
が30.5m2、埼玉県が31.7m2である。国土の14%しか占めていない三大都市圏には、図 8のとおり、
最近微増傾向となっているとはいえ、東京圏27.9%、名古屋圏8.9%、大阪圏14.5%と全国の51%、6,548
万人の人口が集中しており、その過密さが窺える。
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　表4　都道府県別CO2排出量（各都道府県算出ベース）　
　　　　　　　　　　　　　　　単位：千t－CO2

（出所）各都道府県HP掲載の環境白書又はCO2排出量等をもとに筆者算定。         　  
　　注：一部、各都道府県へ照会して補完しており、群馬県は排出量のグラフから筆者が概数を推定。
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表5　主な文献等のCO2排出量の算定値とGIO値との適合度（総括表）
　単位：千t－CO2

（出所） 各区分に掲載されている文献等をもとに筆者算定。

表6　都道府県別CO2森林吸収量・排出量と収支（2006年）
単位：千t－CO2、百万円

（出所）林野庁『森林資源の現況』（2007年版、2002年 3 月版）、資源エネルギー庁（2010年）『都道府県別エネルギー消費統計』
及び各都道府県HP掲載の環境白書又はCO2排出量等をもとに筆者算定。

　　注：着色部分は、上位・下位の 5位の都道府県と各都道府県のスケールレベルを示し、Gは参考値として示す。
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図7  三大都市圏別人口の推移（1980～2011年）
（出所）総務省（2007）『人口推計（平成18年10月 1 日現在）』及び『平成17年国勢調査最終報告書』をもとに筆者作成。

図8  三大都市圏別人口の推移（1980～2011年）
（出所）総務省（2012）『人口推計（平成23年10月 1 日現在）』をもとに筆者作成。

（3）都道府県別のCO2森林吸収量と排出量の収支
①CO2総森林吸収量と総排出量、民生（家庭）部門排出量の収支
CO2の総収支は、表 6（L）のとおり、全都道府県が排出超過となっており、国内全体では総森林
吸収量が91,705千 t－CO2（190,380百万円相当 11））、総排出量が1,151,240千 t－CO2で－1,059,535千
t－CO2の排出超過となっている。
民生（家庭）部門排出量との収支は、表 6（M）のとおり、33都府県が排出超過で､ 吸収超過が

14道県しかなく、国内全体で－78,788千 t－CO2の排出超過となっている。排出超過量が多い順に
東京都が－15,477千 t－CO2、大阪府が－10,248千 t－CO2、愛知県が－9,681千 t－CO2、神奈川県が
－9,620千 t－CO2、埼玉県が－6,884千 t－CO2となっている。吸収超過量が多い順では、北海道が5,779
千 t－CO2、山口県が3,336千 t－CO2、宮崎県が2,382千 t－CO2、高知県が2,234千 t－CO2、岩手
県が1,768千 t－CO2となっている。
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事業活動の排出量は、排出事業者責任に基づき技術導入や排出量取引、クリーン開発メカニズム
等による削減が基本とされる。しかし、一般家庭の排出量は地域での生活に起因しその地域の吸収
量で賄うことが必要とされるが、算定結果は大都市圏の都府県が家庭の排出量さえ賄えず地域の環
境容量をオーバーし生活していることを現している。
②CO2森林吸収量と京都議定書1990年比 6%排出削減量の収支
京都議定書1990年比 6%排出削減量 12）との収支は、表 6（P）のとおり、国内全体で23,586千 t－

CO2の吸収超過であるが、16都府県が排出超過となっている。都道府県別では、排出超過量が多
い順に愛知県が－3,787千 t－CO2（－7,861百万円相当）、大阪府が－3,528千 t－CO2（－7,324百万
円相当）、神奈川県が－3,527千 t－CO2（－7,322百万円相当）、東京都が－3,474千 t－CO2（－7,212
百万円相当）、千葉県が－3,024千 t－CO2（－6,278百万円相当）となっている。吸収超過量が多い
順では、北海道が14,143千 t－CO2（29,361百万円相当）、山口県が3,772千 t－CO2（7,831百万円相
当）、岩手県が3,316千 t－CO2（6,885百万円相当）、宮崎県が3,251千 t－CO2（6.750百万円相当）、
秋田県が2,932千 t－CO2（6,086百万円相当）となっている。
1km2当たりの収支量と1人当たり収支量の積の平方根をみると、表6（Q）のとおり、全国値が3.4t

－CO2と吸収超過で、吸収超過の多い順に山口県が39.6 t－CO2、高知県が35.0 t－CO2、宮崎県が
34.5 t－CO2、島根県が27.9t－CO2、秋田県が25.5t－CO2となっている。排出超過の多い順に大阪
府が－27.3 t－CO2、神奈川県が－24.1 t－CO2、東京都が－20.9 t－CO2、愛知県が －19.5t－CO2、福
岡県が－17.5t－CO2となっている。
大都市圏では、岐阜県、三重県、奈良県及び京都府を除く 7都府県が全国値を下回り、排出超過

となっている。政令指定都市のある15道府県では北海道、京都府及び熊本県を除く12府県が全国
値を下回り、10府県が排出超過となっている。

４．三大都市圏と地方のCO2収支分析と経済指標との相関及びアメニティ平等論

（1）三大都市圏と地方のCO2森林吸収量及び排出量の収支
三大都市圏（11都府県）と地方を比べると、表 7のとおり、三大都市圏ではCO2の森林吸収量
が極めて少ない割に排出量が多く、地方が森林吸収量のほとんどを占めている。
三大都市圏全体では、森林吸収量が12,464千 t－CO2で全国の13.6%しかないが、排出量が約38
倍の478,182千 t－CO2と全国の41.5%を占めて－465,718千 t－CO2の排出超過となっている。産業
部門が全国の38.8%、民生（家庭）部門が45.3%、民生（業務）部門が50.8%、運輸部門が39.2%、
廃棄物等が44.0%を占めている。森林吸収量と民生（家庭）部門との収支は－64,734千 t－CO2の排
出超過で、1990年比 6%排出削減量との収支は－17,010千 t－CO2（－35,313百万円相当）の排出超
過となっている。
東京圏では、森林吸収量が2,151千 t－CO2で全国の2.3%しかなく、排出量が約110倍の234,946
千 t－CO2と全国の20.4%を占め、－232,795千 t－CO2の排出超過となっている。産業部門が全国
の16.7%、民生（家庭）部門が23.7%、民生（業務）部門が28.5%、運輸部門が20.3%、廃棄物等が
21.0%を占めている。森林吸収量と民生（家庭）部門との収支は－38,201千 t－CO2の排出超過で、
1990年比 6%排出削減量との収支は－11,676千 t－CO2（－24,239百万円相当）の排出超過となって
いる。
名古屋圏では、CO2 森林吸収量が5,954千 t－CO2 で全国の6.5%に対し、排出量が約20倍の

118,098千 t－CO2と全国の10.3%を占め、－112,144千 t－CO2の排出超過となっている。産業部門
が全国の11.7%、民生（家庭）部門が9.4%、民生（業務）部門が9.4%、運輸部門が9.0%、廃棄物等
が12.6%を占めている。森林吸収量と民生（家庭）部門との収支は－9,996千 t－CO2の排出超過で、
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1990年比6%排出削減量との収支は－1,022千 t－CO2（－2,121百万円相当）の排出超過となっている。
大阪圏では、CO2森林吸収量が4,359千 t－CO2で全国の4.8%に対し、排出量が約29倍の125,138

千 t－CO2と全国の10.9%を占め、－120,779千 t－CO2の排出超過となっている。産業部門が全国
の10.4%、民生（家庭）部門が12.3%、民生（業務）部門が13.0%、運輸部門が9.9%、廃棄物等が
10.5%を占めている、森林吸収量と民生（家庭）部門との収支は－16,538千 t－CO2の排出超過で、
1990年比6%排出削減量との収支は－4,313千 t－CO2（－8,953百万円相当）の排出超過となっている。
一方、地方（三大都市圏除く）では、CO2森林吸収量が79,241千 t－CO2と全国の86.4%も占め、

排出量が673,058千 t－CO2で吸収量の約 8倍に留まり、北海道と四国は民生（家庭）部門との収支
が吸収超過である。1990年比 6%排出削減量との収支は、首都圏に近い北関東地方が－622千 t－
CO2（－1,291百万円相当）の排出超過であるが、他地域で吸収量が上回り、地方全体では40,596千
t－CO2（84,277百万円相当）の吸収超過となっている。
また、1km2当たりの収支量と 1人当たり収支量の積の平方根をみると、表 7（Q）のとおり、東

京圏が－17.0t－CO2、名古屋圏が－2.1t－CO2、大阪圏が－7.4t－CO2と三大都市圏全体では－9.1t－
CO2と排出超過なっている。一方、地方圏は、北関東地方のみが－1.7t－CO2と排出超過となって
いるが、他地域で吸収量が上回り9.0t－CO2の吸収超過となっており、大都市圏の排出超過を補完
し全国値3.4t－CO2の吸収超過に寄与している。

（2）CO2排出量と経済指標との相関
大都市圏と地方について、CO2排出量と人口、県内総生産等から分析してみる。各都道府県の人

口と各部門CO2排出量との相関係数（R）は図 9-1から図 9-6に示した。総排出量が0.84、民生（家
庭）部門が0.95、民生（業務）部門が0.93、運輸部門が0.91であり、これら 3部門の合計が0.96、
民生（家庭）部門に自家用自動車を加えた場合が0.96と強い相関が認められた。
また、各都道府県の県内総生産（実質）とCO2排出量とでは、相関係数は図10-1 から図10-4 の

とおり、総排出量が0.71、非製造業（第 1次産業と鉱業、建設業）が0.79、運輸部門が0.82、民生（業
務）部門が0.97と強い相関が認められた。なお、製造業の相関係数が0.54であったが、製造品出荷
額等の相関係数が図10-5 のとおり0.66であり、付加価値額に比べて実際の出荷額の方がより相関
が強かった。
CO2の総排出量及び各部門排出量は、各世帯、生産活動、オフィスビル・集客施設、物流等にお
けるエネルギー消費に起因しており、人口や県内総生産、製造品出荷額等と強い相関があることが
確認された。CO2排出量が大都市圏で多く逆に地方で少ないことは人口と富（付加価値額）と密接
な関連性があり、この関係が定量的にも明らかとなった。
なお、県内総生産と人口とでは、相関係数が図10-6のとおり0.91と強い相関が認められたが、

これに比べて製造業の生産額とCO2排出量との相関が0.54とそれ程強くなかった。平成22年国勢
調査の都道府県別人口増減率（平成17年～22年）をみると、図11のとおり、新産業都市（15地域）
がある18道県の人口は、不知火・有明・大牟田地域の一部である福岡県が増加しているが、残り
17道県が減少している。人口減少率 1%以上の18道県のうち、新産業都市があるところは13道県
となっており、人口が増加した 9府県のうち、6府県が三大都市圏にある。以上のことから、CO2
排出量の多い重化学工業中心の新産都市をはじめ、全国総合開発計画等の産業再配置政策が大都市
圏への富と人口の集中を防ぐに至らなかった実態との関連性を表している。
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表7 三大都市圏及び地方のCO2森林吸収量・排出量と収支（2006年）
 単位：千t－CO2、百万円

（出所）林野庁『森林資源の現況』（2007年版、2002年 3 月版）、資源エネルギー庁（2010年）『都道府県別エネルギー消費統計』、
各都道府県HP掲載の環境白書又はCO2排出量等をもとに筆者算定。

図9-1　各都道府県人口とCO2総排出量 図9-2　各都道府県人口と民生（家庭）部門CO2排出量
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図9-3 各都道府県人口と民生（業務）部門CO2排出量 図9-4 各都道府県人口と運輸部門CO2排出量

図9-5 各都道府県人口と家庭・自家用車CO2排出量 図9-6 各都道府県人口と家庭・業務・運輸CO2排出量
（出所）総務省（2007）『推計人口（平成18年10月 1 日現在）』、資源エネルギー庁（2010）『都道府県別エネルギー消費統計』

及び各都道府県HP掲載環境白書・CO2排出量をもとに筆者作成。

図10-1 県内総生産額とCO2総排出量 図10-2 各都道府県1･2次非製造業生産額とCO2排出量

図10-3 都道府県第3次産業生産額と業務部門CO2排出量 図10-4 各都道府県運輸･通信業生産額と運輸部門CO2排出量
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（千人）

（億円）

図10-5 各都道府県製造品出荷額等と製造業CO2排出量 図10-6 県内総生産と人口
（出所）総務省（2007）『推計人口（平成18年10月 1 日現在）』、経済産業省（2008）『工業統計調査』、資源エネルギー庁（2010）

『都道府県別エネルギー消費統計』、内閣府（2010）『県民経済計算』及び各都道府県HP掲載環境白書・CO2排出量を
もとに筆者作成

図11 都道府県別人口増減率（平成17年～22年）

（出所）総務省（2011）『平成22年国勢調査人口等基本集計結果』をもとに筆者作成。
　　注：図中の各都道府県の（大）は三大都市圏、（新）は新産業都市が所在することを示す。

（3）地方の環境への貢献に対するアメニティ平等論による展開
前節では、大都市圏と地方のCO2収支から環境に対して地方が貢献していることを明らかにした。
環境への地方の貢献に対して、経済的に繁栄している大都市圏からの補完作用が望まれる。その考え
方として、立尾・藤田（2002）のアメニティ平等論を活用する。
立尾・藤田（2002）は、図12のとおり、「産業廃棄物が排出地域から処理施設立地地域に移動して

処理されるため、排出地域の環境容量やアメニティ13）は増加するが、処理施設立地地域では環境容
量やアメニティが減少する。また、排出地域の廃棄物処理のリスクはなくなるが、処理施設立地地域
は廃棄物処理のリスクを抱えることになる。したがって、アメニティ平等論に立たなければ地元住民
の理解を得られないことから、立地地域への公共事業投入（税金導入）により生活環境を整備するな
ど、これらのキャップを補完する施策を講じる必要があると考えられる」と述べている。この場合、
アメニティ平等論とは、大都市圏の環境容量を補完している地方の環境への貢献に対し、大都市圏が
地方のアメニティを補完することにより双方の地域が相互にメリットを享受してアメニティのバラン
スをとることといえる。
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図12　大都市圏と地方における廃棄物移動によるアメニティ平等論のイメージ
（出所）立尾･藤田（2002）｢青森県における廃棄物処理基本計画（産業廃棄物編）の策定及び進行管理に係る取組について（そ

の 3）─計画の進行管理と次期計画への戦略アセスメントの導入の考察─｣『生活と環境』第47巻第 3号をもとに筆
者再構成。

アメニティ平等論を大都市圏と地方のCO2排出量の関係でイメージすると図13のとおり、大都市
圏では経済的繁栄と人口集中が進み、アメニティ（主に生活利便性）とCO2排出量が増加するが、環
境容量は減少する。逆に地方では、経済的衰退と人口減少が進み、アメニティ（主に生活利便性）と
CO2排出量が減少するが、環境容量は増加する。大都市圏の繁栄は我が国の環境容量を減少させて経
済的に衰退する地方の環境容量の上に成立しているといえる。　 　

図13　大都市圏と地方のCO2排出量におけるアメニティ平等論のイメージ
（出所）筆者作成

ここで、アメニティ平等論について、事例を挙げて具体的に述べる。まず、森林環境税である。森
林環境税は、森林や水源の保全を図る施策に活用するため、個人県民税や法人県民税に上乗せして課
税している。これは、森林の持つCO2吸収や水源浄化、国土保全などの機能の恩恵を受ける都市住
民をはじめ、広く県民及び各法人が税を負担することにより、森林や水源のある地域の環境保全が図
られるものであり、アメニティ平等論の考え方に沿うものである。現在、森林環境税は表 8のとおり
32道県が導入しているが、三大都市圏では、埼玉県、千葉県、東京都、三重県、京都府、大阪府が
導入していない。CO2森林吸収量が少なく排出量が多いこれらの地域が森林を保全する経費を負担し
ていないことは、問題となる。本稿では、都道府県別CO2森林吸収量を算出しているが、国税とし
ての森林環境税を制度化し、アメニティ平等論に基づき、CO2吸収量に応じて税収を地方に傾斜配分
することが必要とされる。
産業廃棄物税は、最終処分場など産業廃棄物処理施設への搬入に対して処理業者に課税されており、

税は排出事業者に転嫁される。税収は、産業廃棄物処理施設の環境監視やリサイクル推進施策に使用
されている。これも、経済的に豊かな排出地域の事業者が税を負担し、産業廃棄物処理施設の環境監
視に使用されることにより、立地地域の環境保全が図られるものであり、アメニティ平等論の考え方
に沿うものである。現在、産業廃棄物税は27道府県が導入しているが、三大都市圏では、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、大阪府、兵庫県が導入していない。産業廃棄物税は産業廃棄物
の排出抑制効果もあり、これらの地域が環境監視やリサイクル推進経費を負担していないことは、問
題である。国税としての産業廃棄物税を制度化し、アメニティ平等論に基づき、処理量に応じて税収
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を地方に配分することが必要とされる。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」と表記）では、一般廃棄物は

自区内処理が原則であるが、産業廃棄物の処理は事業ベースであり、都道府県を移動しての処理は規
制されていない。このため、大都市圏の産業廃棄物が地方に多量に流入し、不法投棄のように不適正
処理されて社会問題となっているが、その処分には地方の税金が使われている。現在、県外産業廃棄
物流入規制は、35道県が導入して不適正処理の防止に努めているが、その中で青森県、岩手県、秋
田県、三重県の 4県が県外廃棄物の排出事業者へ環境保全協力金の納入を協定により求めている。こ
れは、産業廃棄物の都道府県間の移動処理の法律規制がないため、産業廃棄物税が県外と県内の産業
廃棄物も同じく課税されることに対して、県外産業廃棄物処理の場合の上乗せ措置である。環境保全
協力金も、産業廃棄物処理施設の環境監視や不法投棄防止対策、リサイクル推進施策に使用されてい
る。環境保全協力金は、「青森・岩手県境産廃不法投棄事案」を契機に東北三県が連携して制度化さ
れたものであり、県外の産業廃棄物の処理のため、県内の環境容量が減少し、処理リスクも抱えると
いうことが根底にあると考えられる。これは、前述の立尾・藤田（2002）のアメニティ平等論の引用
を具現化しているが、森林環境税や産業廃棄物税の場合も含めこれらの財源が、森林地域や産業廃棄
物処理施設立地地域の住民のアメニティ向上に直接活用される必要がある。

表8　森林環境税、産業廃棄物税、道・県外産業廃棄物流入規制、環境保全協力金の状況

（出所）各都道府県HP、環境省（2012）『税制全体のグリーン化推進に関連する資料』等をもとに筆者作成
　 注：着色部分は三大都市圏の都府県を示す。
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本稿では、CO2排出量が大都市圏で多く逆に地方で少ないことは人口と富（付加価値額）と密接な
関連性があることや大都市圏の繁栄は我が国の環境容量を減少させて経済的に衰退する地方の環境容
量の上に成立していることを定量的に明らかにした。大都市圏の環境容量を補完している地方の環境
への貢献に対し、地方交付税や環境税などによる公的介入によって大都市圏が地方のアメニティを補
完し双方の地域のアメニティが平等になるようバランスをとることが必要とされる。
しかし、地方交付税は三位一体改革により減少し、また、我が国の環境税は、揮発油税等暫定税率

廃止の代替措置に捉えられるなど環境政策としての思想が希薄である。本稿では本格的に各都道府県
別CO2森林吸収量、排出量及びその収支を推計した。これらがアメニティ平等論の考え方に基づき、
環境税の使途の傾斜配分に利用されるなど、温暖化対策へのインセンティブを高める方策に活用され
ることが必要とされる。
すなわち、環境税がCO2吸収量と排出量の収支に相応して地方の道県に多く配分されるようにし、

植林や間伐による森林保全や里山の整備に充てられるようにする。これによって、衰退する地方の集
落の伝統文化が保全され、地方のアメニティが維持される。また、環境税が地方の耕作放棄地を利用
した風力発電やメガソーラの建設費、地方に豊富に存在するバイオマスエネルギー施設の建設費に充
てられるようにする。環境税を利用して、地域の木材を使用し建築した住宅と蓄電池や燃料電池など
の最新鋭の環境機器を配備に助成し、エコビレッジを建設する。これらの再生可能エネルギーの地産
地消により、農林水産業の六次化も図り、環境教育を目的としたグリーンツーリズムを進め、環境ブ
ランド化によって地方のアメニティを向上させることなどが考えられる。

５．おわりに

以上、CO2森林吸収量、排出量及びその収支を都道府県別、部門ごとに明らかにして排出量取引価
格に換算し、県民経済計算の指標と関連させて分析した。成果は次のとおりである。
第1に、CO2森林吸収量は、国内全体が91,705千t－CO2でNIR値との適合度が102.26と良好であっ

た。算定は、林野庁『森林資源の現況』（2002年版及び2007年版）のデータから樹種別、都道府県別
に行った。CO2排出量は、国内全体が1,151,240千t－CO2でGIO値との適合度が90.9であり、各部門
では、適合度が74.3%の工業プロセス以外は91.9%～102.9%の間でばらつきがなく良好であった。算
定は資源エネルギー庁（2010）『都道府県別エネルギー消費統計』のデータから換算して行い、デー
タ欠落部門やGIO値との適合度が低い部門は各都道府県公表データで補完した。CO2森林吸収量と排
出量の総収支は、－1,059,535千 t－CO2と全都道府県が排出超過で、森林吸収量と民生（家庭）部門
の排出量との収支は、－78,788千 t－CO2の排出超過となっており、吸収超過が地方の14道県しかなく、
大都市圏の都府県が家庭の排出量さえ賄えず地域の環境容量をオーバーし生活していることが現され
た。1990年比 6%排出削減量との収支は、国内全体で吸収量が23,586千 t－CO2 超過しており、16都
府県が排出超過となっている。
第 2 に、三大都市圏では、CO2 森林吸収量が全国の13.6%と極めて少ない割に排出量が全国の
41.5%と多く、地方が森林吸収量のほとんどを占めている。三大都市圏では、森林吸収量が12,464千 t
－CO2で、排出量が478,182千 t－CO2と吸収量の38倍で－465,718千 t－CO2の排出超過となっている。
森林吸収量と民生（家庭）部門排出量との収支は－64,734千 t－CO2の排出超過で、1990年比 6%排
出削減量との収支は－17,010千 t－CO2（35,313百万円）の排出超過となっている。これに対して、地
方では、森林吸収量が79,241千 t－CO2で全国の86.4%も占め、排出量は673,058千 t－CO2と吸収量
の約 8倍に留まっている。森林吸収量と民生（家庭）部門排出量との収支は北海道と四国地方が吸収
超過であり、1990年比 6%排出削減量との収支は、首都圏北部の北関東地方が排出超過となっている
が、他の地方は吸収量が上回り、地方全体では40,596千 t－CO2（84,277百万円）の吸収超過となっ
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ている。
第 3に、CO2の総排出量及び各部門排出量との相関係数は、各都道府県人口が0.84から0.96、県内

総生産（実質）が0.71から0.97と比較的強い相関となっており、製造品出荷額等が0.66であった。
CO2排出量が大都市圏で多く逆に地方で少ないことは人口と富（付加価値額）と密接な関連性があり、
この関係が定量的にも明らかとなった。なお、県内総生産と人口とでは相関係数が0.91と強い相関が
認められたが、製造業における相関係数が0.54とそれ程強くなかった。これは、CO2排出量の多い重
化学工業中心の新産都市をはじめ、全国総合開発計画等の産業再配置政策が大都市圏への富と人口の
集中を防ぐに至らなかった実態との関連性を表している。
第 4に、これらのデータと森林環境税、産業廃棄物税、県外産業廃棄物流入規制の状況により、環

境への地方の貢献に対する還元方策の考え方として、アメニティ平等論を具体化した。
以上のように本研究では、都道府県別にCO2森林吸収量と排出量及びその収支を本格的に算定し、

各部門がバランスのとれた最新のデータを得ることができた。三大都市圏では、森林吸収量が全国の
13.6%しかなく、1990年比 6%排出削減量との収支が17,010千 t－CO2（35,313百万円）の排出超過で、
地方が40,596千 t－CO2（84,277百万円）の吸収超過と推計され、CO2排出量と人口、県内総生産等
に強い相関が認められた。人口と経済が集中する大都市圏の繁栄は地方の環境容量の上に成立し、地
方が森林をはじめ我が国の環境を保持しており、環境に対する地方の貢献が検証された。
今後は、一般的な理解に留まっている環境に対する地方の貢献について、その経済価値が正当に評

価されることを促していくことが必要である。また、環境に対する地方の貢献をより具象化していく
ため、大都市圏から地方への廃棄物の移動処理や地方から大都市圏への電力供給も調査分析し検証し
ていくことも必要である。
我が国の場合は、CO2排出量取引が東京都で制度化された段階であり、環境の価値が本格的に貨幣

換算される時代、社会が始まったばかりである。これから、環境への地方の貢献が具体的に示されて
その貢献に応じた経済的還元が行われるようになれば、地方がその豊かな環境をメリットに捉え直し、
経済的手法を考慮した環境政策が推進されて大都市圏と地方の地域格差の是正にも役立つものと期待
される。本研究によって、環境に対する地方の貢献が適正に評価され、各都道府県の地球温暖化対策
実行計画の策定・施策実施や環境税の地方への傾斜配分に資することが可能となる。

註
1 ）環境に対する経済価値を定量化する方法は、トラベルコスト法（Travel Cost Method）やヘドニック法（Hedonic 
Method）、仮想評価法（Contingent Valuation Method：CVM）等があるが、対象地域が限定され、アンケート
調査によって経済価値を評価するため、広範な地域や共通基準による市場価格への適応が難しく、都道府県ごと
の評価には限界がある。

2）化石燃料の燃焼や工業用プロセス等では、CO2の排出とともに、硫黄酸化物や窒素酸化物も排出されるため、CO2
の排出量が多い場合はこれらの大気汚染物質の排出も多くなる。また、経済活動との関連では、基盤整備をはじ
め経済的投資が積極的に行われて地域では、森林面積が減少し、活発な経済活動によりエネルギー使用量が多い
ことから、CO2の吸収量が少なくなり、排出量が大きくなる。一方、経済的投資が少なく、経済活動が低迷して
いる地域では、森林面積が大きく、エネルギー使用量が少ないことから、CO2の吸収量が大きくなり、排出量は
小さくなる。このため、CO2の排出量と吸収量は、大気汚染物質の排出や森林面積、経済活動とも関連があり、
環境指標として有効な指標となる。

3）気候変動枠組条約第17回締約国会議（COP17）京都議定書第 7 回締約国会合（CMP7）（2011年11月28日～12月
11日）で、京都議定書の第二約束期間（2013年～2018年）については将来の包括的な枠組みの構築に資さないた
め日本は参加しないとの立場をとったが、排出削減の取組は継続するとしており、UNCCCは継続される。

4）平成19年10月23日第168回国会（臨時）環境委員会で岩國哲人委員が地方の活性化、日本の緑を守るため、環境
税の構想からも、CO2の多量排出県と吸収県の不公平について心と金とが一致した政策が必要と訴えっている。
この中で岩國委員は、岐阜県（2001）『京都議定書運用ルールに基づく「各県別森林のCO2吸収量と評価額」』のデー
タを利用しているが、データの算定に課題がある。

5）本稿では、GIOが2010年に公表した確定値（1990～2008年度）のデータを利用している。NIR の排出部門はその
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他の区分の中に業務、家庭、農林水産業を編入しているなど環境省や都道府県等の公表データの一般的な区分と
異なり比較が難しい。GIO値の排出部門は環境省等の区分と同じで産業、運輸、民生（業務）、民生（家庭）、エ
ネルギー転換、工業プロセス、廃棄物、燃料からの漏出の 8部門であるが、燃料からの漏出は量的に少なく、各
都道府県でも算定していないため、本稿では廃棄物部門に含め廃棄物等としている。

6） CO2森林吸収量の算定方法は、蓄積変化法のほか、デフォルト法や大気フロー法、生産法等があるが、これらの
算定方法の違いや算定データの傾向を比較検討することは、本稿の趣旨を越えている

7） 『森林資源の現況』は、林野庁が全国森林計画策定の基礎資料を得ることを目的として5年ごとに実施している『森
林資源現況調査』の主な結果をとりまとめたものであり、最新版は森林蓄積量が12樹種区分である。GIO（2006）
『NIR（2006年 5月版）』（p（7. 3）, p（7. 4））ではCO2吸収量を単位面積当たりバイオマス成長量から3樹種区分（人
工林・天然林・その他）で算定しているが、同2006年 8月版（p（7-3）, p（7-7））では森林蓄積量から12樹種区
分（人工林：針葉樹 7区分・広葉樹 3区分、天然林：針葉樹・広葉樹）で算定し、2007年 5月版（p（7-9））以降
は、36樹種区分（針葉樹17区分、広葉樹19区分）で算定している。

8） 人工林の区分は表 2のとおり針葉樹を 7区分、広葉樹 3区分としているが、これらの細区分の結果は原稿枚数の
関係から省略する（表 4同様）。細区分の結果をみると、人工林では、北海道ではカラマツ、トドマツ、その他針
葉樹、東北と北陸ではスギ、関東以西ではスギやヒノキの吸収量が多い。

9） GIO（2006）『NIR（2006年5月版）』p（2. 10）では、1990年～1995年のCO2吸収量を掲載し1996年～2004年を未
推計としている。同2006年 8月版p（2-15）では、5年後の2000年のCO2吸収量を掲載しその次に2003年と2004
年のデータを掲載している。また、同2008年 5月版p（2-16）では、2000年のCO2吸収量の次に 5年後の2005年
と2006年、2007年のデータを掲載し、2002年のCO2森林吸収量は未掲載である。

10）大都市圏の構成都道府県は、総務省の人口統計（住民基本台帳人口移動報告）及び国土交通省の国土利用計画の
三大都市圏と同一の区分として、東京圏は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、名古屋圏は愛知県、岐阜県、三
重県、大阪圏は大阪府、兵庫県、京都府、奈良県とした。なお、地方の区分では、近畿地方は滋賀県と和歌山県
のみのため、表7には掲載しておらず、中部地方は名古屋圏を除いている。

11）世界銀行（State and Trends of the Carbon Market 2007及び同2008）によると、2006年の世界のCO2排出量取
引は1,745百万t－CO2で31,235百万USドル、平均価格は2,076円/t－CO2であり、本稿ではこの価格で算定する。
なお、2007年は、2,983百万t－CO2で64,035百万USドルで、平均価格は2,511円/t－CO2と約21%上昇している。

12）環境庁（1998）における1990年の各都道府県CO2排出量の 6%とした。
13）アメニティに関しては、宮本（1989）によるとE. J.ミシャンのアメニティ権に由来し、アメニティを「市場価格
では評価できえないものを含む生活環境であり、自然、歴史的文化財、街並み、風景、地域文化、コミュニティ
の連帯、人情、地域的公共サービス（教育、医療、福祉、犯罪防止など）、交通の便利さなどを内容としている」
と定義している。また、「この社会ではアメニティの享受に社会的不平等がおこるのである。アメニティの公平を
はかるためには市場原理を規制する公共的介入がどうしても必要なのである」とアメニティの公平性に対する公
的介入を述べている。
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要
旨近

世
北
奥
地
域
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
構
造
・
大
き
さ
の
漁
船
が
ど
の
程
度
つ
く

ら
れ
た
の
か
、
い
か
な
る
地
域
的
特
徴
が
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
歴
史
学
的

視
点
か
ら
の
追
究
は
本
格
的
に
試
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
当
地
域
に
お
け
る
造
船
史

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
当
該
問
題
は
是
非
と
も
取
り
扱
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
課
題
と
い
え
る
。

十
八
世
紀
前
半
の
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
の
タ
イ
プ
は
、
全
長
お
よ
そ
七
メ
ー
ト

ル
前
後
の
、
一
木
か
ら
刳
り
抜
い
た
丸
木
船
す
な
わ
ち
単
材
刳
船
が
主
力
で
あ
っ
た
。

年
間
一
〇
〇
艘
も
の
漁
船
製
作
が
盛
行
を
み
せ
た
が
、
藩
の
利
用
統
制
に
よ
り
、
ク
リ
・

カ
ツ
ラ
な
ど
の
良
材
を
丸
木
船
用
に
調
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ト
チ
ノ
キ
、

ブ
ナ
、
ハ
リ
ギ
リ
な
ど
耐
朽
性
に
劣
る
雑
木
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、「
丁ち

ょ
う
い
た板

」「
か
わ
ら
」
と
称
す
る
船
底
材
を
「
水み

よ
し押

」（
船
首
材
）
と
舷

側
板
で
接
合
し
た
「
合あ

わ
せ
ぎ
ょ
せ
ん

漁
船
」
の
構
造
に
よ
り
、
単
材
刳
船
の
積
載
能
力
の
限
界
と
、

船
体
の
耐
朽
性
の
低
さ
を
克
服
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。「
御ご

ち
ょ
う停

止じ

木ぼ
く

」
の
カ
ツ

ラ
・
ヒ
バ
な
ど
を
部
材
と
し
て
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
の
が
、「
合
漁
船
」
だ
っ
た
と
考
え
る
。

弘
前
藩
の
九
浦
を
は
じ
め
沿
岸
地
域
で
用
い
ら
れ
た
小
型
漁
船
の
分
野
で
は
、
ほ
か

に
「
無
玉
船
」
と
称
す
る
船
底
材
に
舷
側
板
を
取
り
つ
け
た
構
造
の
「
丸
木
漁
船
」
が

多
用
さ
れ
た
。
盛
岡
藩
領
の
川
内
・
安
渡
が
こ
の
「
丸
木
漁
船
」
の
供
給
地
で
、
津
軽

領
の
久
栗
坂
、
浅
虫
、
平
内
な
ど
、
と
く
に
陸
奥
湾
沿
岸
地
域
に
お
い
て
重
用
さ
れ
、

新
造
船
は
も
ち
ろ
ん
中
古
船
の
売
買
も
行
な
わ
れ
る
ほ
ど
需
要
の
高
い
船
型
だ
っ
た
。

十
九
世
紀
に
至
り
、
丸
木
船
に
淵
源
を
も
つ
こ
の
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
技
術
は
、
松

前
領
、
津
軽
領
、
南
部
領
、
秋
田
領
な
ど
北
日
本
地
域
独
特
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

た
。
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
動
向
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
船
材
と
造

船
技
術
の
供
給
範
囲
は
、
領
内
の
み
な
ら
ず
、
津
軽
海
峡
や
陸
奥
湾
を
取
り
巻
く
北
奥

地
域
全
体
に
展
開
し
、
ひ
と
つ
の
造
船
界
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

漁
船
、
丸
木
船
、
む
た
ま
、
津
軽
海
峡

は
じ
め
に

一
、
十
八
世
紀
前
半
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
製
作
の
動
向

二
、
十
九
世
紀
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
の
存
在
形
態

三
、
松
前
領
に
お
け
る
「
無
棚
」
造
り
と
津
軽
領
に
お
け
る
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
展
開

お
わ
り
に

近
世
北
奥
地
域
に
お
け
る
漁
船
製
作
の
動
向

石
　

山
　

晃
　

子
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は
じ
め
に

津
軽
海
峡
お
よ
び
陸
奥
湾
周
辺
を
中
心
と
す
る
近
世
北
奥
地
域
に
お
い
て
は
、
ど
の

よ
う
な
構
造
・
大
き
さ
の
船
が
ど
の
程
度
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
領
民
は
い
か
に
し
て
漁

船
を
確
保
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
歴
史
学
的
視
点
か
ら
の
追
究
は
本
格

的
に
試
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
右
の
問
題
は
、
当
地
域
に
お
け

る
造
船
の
歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
是
非
と
も
取
り
扱
っ
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
課
題
と
い
え
よ
う
。

近
世
北
奥
地
域
に
お
け
る
漁
船
の
製
作
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
、
ひ
と
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
津
軽
海
峡
を
中
心
と
す
る
北
海
道
や
東
北
北
部
に
お
い
て
近

年
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
「
ム
ダ
マ
ハ
ギ
型
漁
船
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
、
船
底
に
刳
り
抜
き
材
を
用
い
る
も
の
で
、
他
地
域
に
は
み
ら
れ
な
い
北
日
本
独
特

の
構
造
を
も
つ
漁
船
と
い
わ
れ
る（

１
）
。
資
料
と
し
て
保
存
さ
れ
る
「
ム
ダ
マ
ハ
ギ
」
構
造

の
実
物
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
年
頃
に
製
作
さ
れ
た
も
の
が
年
代
的
に
は
最
も
古
く（

２
）

、

そ
れ
以
前
の
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
津
軽
海
峡
を
は
さ
む
よ

う
に
位
置
す
る
松
前
・
蝦
夷
地
と
北
奥
地
域
に
お
い
て
、「
松
前
稼
」
ぎ
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
海
の
道
」
を
利
用
し
た
民
衆
の
交
流
が
あ
っ
た
事
実
な
ど
を
ふ

ま
え
る
な
ら
ば
、
す
で
に
近
世
期
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
地
域
性
の
強
い
造
船
技

術
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
弘
前
藩
領
を
中
心
と
し
た
津
軽
海
峡
周

辺
の
北
奥
地
域
を
対
象
に
、
漁
船
の
船
体
構
造
に
関
す
る
検
討
を
軸
と
し
て
、
造
船
件

数
や
船
数
な
ど
漁
船
の
存
在
形
態
を
数
量
的
に
も
確
認
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
地
域
に
お
け
る
漁
船
の
製
作
動
向
は
い
か
な
る
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
地
域
的
展
開

が
み
と
め
ら
れ
る
の
か
を
導
き
出
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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図 1　イソブネ（ムダマハギ型漁船）実測図 /みちのく北方漁船博物館提供、一部加筆。
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図1　イソブネ（ムダマハギ型漁船）実測図／みちのく北方漁船博物館提供、一部加筆。
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と
あ
り
、
丸
木
船
の
「
長
短
」
の
平
均
で
は
な
く
「
長
短
」
に
相
応
し
た
丸
木
船
役
銭

を
徴
収
す
る
方
法
が
検
討
さ
れ
た
結
果
、
四
尋
（
ひ
ろ
、
慣
習
的
に
用
い
ら
れ
た
長
さ

の
単
位
で
一
定
し
な
い
が
、
和
船
の
場
合
は
一
尋
を
五
尺
（
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
と

す
る
）
ま
で
は
見
積
通
り
と
し
、
五
尋
以
上
に
つ
い
て
は
、
一
尋
に
つ
き
二
匁
増
と
す

る
旨
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
丸
木
船
役
銭
徴
収
の
議
論
に
関
し
て
の
た
た
き
台
と
な
っ

た
、
享
保
二
年
に
お
け
る
丸
木
船
杣
取
の
実
績
は
お
よ
そ
八
六
艘
、
う
ち
寸
法
が
判
明

す
る
も
の
は
八
一
艘
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
役
銀
の
見
積
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
丸
木
船
の
長
短
に
よ
る
区
分
は
全
一
六
種
類
で
、
最
小
で
三
尋
（
約

四
・
五
メ
ー
ト
ル
）
の
も
の
か
ら
最
大
七
尋
三
尺
（
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
五
尋
船
（
約
七
・
六
メ
ー
ト
ル
）
が
全
体
の
約
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
、

次
い
で
四
尋
三
尺
船
（
約
六
・
二
メ
ー
ト
ル
）
が
約
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
尋
二
尺
船

（
約
六
・
一
メ
ー
ト
ル
）
が
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
丸
木
船
と
し
て
は
、
お
お

む
ね
全
長
が
四
尋
二
尺
か
ら
五
尋
の
も
の
が
標
準
的
で
、
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判

明
す
る
。
赤
石
組
の
領
民
ら
が
製
作
し
た
漁
船
も
、
こ
の
よ
う
な
「
丸
木
船
」
と
み
て

支
障
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
、
十
八
世
紀
前
半
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
製
作
の
動
向

　（
一
）
一
般
和
人
領
民
に
よ
る
漁
船
製
作
の
動
向

弘
前
藩
領
に
お
い
て
は
、
一
般
の
和
人
領
民
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
漁
船

が
、
数
量
的
に
は
ど
れ
ほ
ど
製
作
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
概
略
を
把
握
し
う
る
史
料

の
初
見
と
し
て
は
、「
弘
前
藩
庁
日
記

　
御
国
日
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
津
軽

家
文
書
、
以
下｢

国
日
記｣
と
略
記
）
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
閏
五
月
二
日
条
に
み

え
る
、
山
役
人
の
申
立
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
赤
石
組
（
青
森
県
津
軽
地
方
の

西
海
岸
地
域
）
の
海
浜
浦
の
領
民
が
、
雑
木
の
「
せ
ん
ノ
木
」（
ハ
リ
ギ
リ
）「
栩
ノ

木
」（
ト
チ
ノ
キ
）「
し
な
ノ
木
」（
シ
ナ
ノ
キ
）「
し
こ
ろ
へ
」（
キ
ハ
ダ
を
指
す
か
）

「
ふ
な
ノ
木
」（
ブ
ナ
）
を
用
い
て
、
毎
年
、
年
間
一
〇
〇
艘
ず
つ
の
漁
船
を
製
作
し
て

い
た
と
い
う（

３
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
看
過
で
き
な
く
な
っ
た
藩
庁
側
は
、
雑
木
を
用
い

て
漁
船
を
つ
く
る
場
合
は
、
一
艘
に
つ
き
役
銭
八
匁
を
上
納
し
た
上
で
杣
取
を
許
可
す

る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
「
国
日
記
」
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
三
月
十
二
日
条
に
は
、

一
、
三
奉
行
申
立
候
者
、
先
達
而
丸
木
船
御
役
之
儀
沙
汰
仕
存
寄
申
上
候
処
、
船

之
長
短
有
之
候
故
同
御
役
可
有
之
物
ニ
不
被
思
召
候
付
、
又
々
沙
汰
仕
差
積
可

申
上
旨
被
仰
付
候
、
只
今
迄
者
船
之
長
短
平
均
之
御
役
と
相
見
得
申
候
得
共
、

長
短
ニ
応
御
役
仰
付
候
儀
御
尤
奉
存
候
、
依
之
去
年
中
杣
取
之
丸
木
船
員
数
相

改
大
概
八
拾
六
艘
御
座
候
、
此
内
五
艘
尋
・
尺
相
知
不
申
、
其
外
尋
・
尺
相
知

十
六
段
御
座
候
、
其
表
を
以
存
寄
之
趣
左
ニ
申
上
候
、（
中
略
＝
表
１
）

　
右
之
積
相
当
申
候
得
共
、
此
已
後
壱
尋
弐
匁
宛
之
積
取
立
可
被
仰
付
候
哉
、
左

候
得
ハ
四
尋
三
尺
之
船
九
匁
弐
分
之
御
役
相
当
申
候
、
如
何
可
被
仰
付
哉
と
申

立
候
付
、
儀
左
衛
門
江
達
之
、
丸
木
船
御
役
四
尋
迄
ハ
只
今
之
通
五
尋
以
上
者

壱
尋
ニ
付
弐
匁
増
、
此
間
之
寸
尺
ハ
構
無
之
由
書
付
ニ
而
勘
定
奉
行
江
遣
之
、

山
方
江
も
申
遣
之
、 

（
傍
線
筆
者
）
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　　 表１　享保２年（1717）
　　 　　　丸木船杣取と役銀徴収
№ 種　類 艘数 役　銀
1 7尋3尺船 1艘 13匁5分6厘
2 6尋3尺船 1艘 11匁7分7厘
3 5尋3尺船 3艘 9匁9分9厘
4 5尋2尺船 1艘 9匁6分3厘
5 5尋1尺船 2艘 9匁2分8厘
6 5尋5寸船 1艘 9匁1分
7 5尋船 17艘 8匁9分2厘宛
8 4尋4尺船 3艘 8匁5分6厘宛
9 4尋3尺船 15艘 8匁2分1厘
10 4尋2尺船 12艘 7匁8分5厘宛
11 4尋1尺船 4艘 7匁4分9厘宛
12 4尋船 7艘 7匁1分4厘宛
13 3尋3尺船 1艘 6匁4分2厘
14 3尋2尺船 5艘 6匁6厘宛
15 3尋1尺船 3艘 5匁7分1厘宛
16 3尋船 5艘 5匁3分5厘宛

計 81艘 647匁8分
※「国日記」享保3年3月12日条より作成
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（
鴨
）・
風か

合そ

瀬せ

・
驫と

ど
ろ
き木

・
追
良
瀬
・
広
戸
・
小
福
浦
・
沢
辺
・
岩
崎
・
森
山
・
黒
崎
）

で
占
め
ら
れ
る
（
図
２
）。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
領
内
に
お
け
る
漁
業
が
、
前
者
の
津
軽

海
峡
や
陸
奥
湾
に
面
し
た
津
軽
半
島
東
北
部
地
域
と
、
後
者
の
日
本
海
に
面
し
た
津
軽

地
方
西
海
岸
地
域
が
中
心
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
と
く
に
赤
石
組
に
属

す
る
地
域
の
申
請
件
数
は
五
二
件
で
全
体
の
約
七
割
を
占
め
、
領
内
漁
業
の
比
重
は
当

地
域
に
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
。
ま
た
、
そ
の
杣
取
場
所
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
は
居
住
地
の
村
内
に
あ
る
山
沢
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
山
沢
で
の
杣
取
を
願
い
出

て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
地
域
は
用
材
の
調
達
や
運
搬
に
至
便
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
先
の
享
保
二
年
の
丸
木
船
杣
取
実
績
調
査
を
除
き
、
享
保
元
年
か
ら
同
二
十

年
（
一
七
一
六
│
三
五
）
の
二
〇
年
間
に
行
わ
れ
た
漁
船
の
製
作
に
関
し
て
、
そ
の
具

体
的
内
容
が
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
「
国
日
記
」
か
ら
関
連
記
事
を
抽
出
し
た
と
こ

ろ
、
造
船
許
可
申
請
ベ
ー
ス
で
七
六
件
で
あ
っ
た
（
表
２
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
船
材

調
達
方
法
と
し
て
、
船
材
を
購
入
す
る
ケ
ー
ス
は
わ
ず
か
二
件
（
№
27
、
№
74
）
で
あ

り
、
ほ
と
ん
ど
は
杣
取
、
す
な
わ
ち
山
林
に
入
り
船
材
と
な
る
木
を
伐
採
し
た
上
で
漁

船
を
製
作
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
№
74
の
事
例
で
は
、「
合
漁
船
」
の
船
材
を

南
部
・
今
別
・
平た

い
ら
だ
て舘

か
ら
購
入
し
て
い
る
が
、「
国
日
記
」
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

十
二
月
二
十
日
条
）
に
も
、

一
、
後
潟
組
村
々
之
者
共
、
所
々
よ
り
買
求
置
候
材
木
ニ
而
魚
船
合
せ
舟
仕
度
之

旨
申
出
候
ニ
付
申
出
候
付
、
詮
義
之
上
魚
船
之
外
隠
し
津
出
等
堅
致
間
敷
候
、

尤
紛
儀
無
之
様
ニ
湊
方
ニ
而
吟
味
候
様
合
船
致
候
様
左
次
郎
よ
り
申
付
之
、　

 

（
傍
線
筆
者
）

と
み
え
る
ほ
か
、
石
崎
村
高
無
の
次
右
衛
門
の
場
合
、「
合
漁
舟
」
の
船
材
木
を
「
南

部
牛
瀧
よ
り
当
八
月
買
調
」
え
て
い
る
（「
国
日
記
」
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
二

月
十
一
日
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
南
部
領
で
は
牛
滝
な
ど
、
津
軽
領
で
は
今
別
・
平
舘

な
ど
に
お
い
て
の
漁
船
製
作
用
材
の
購
入
が
可
能
だ
っ
た
よ
う
だ
。

船
の
用
途
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
漁
船
（
漁
舟
、
魚
船
）」（
六
〇
件
）
と
表
記

さ
れ
る
。「
海
藻
（
草
）
取
」（
五
件
）
は
沿
岸
近
く
で
の
採
藻
、「
鯡
取
舟
（
鯡
漁
舟
、

鯡
舟
）」（
一
一
件
）
に
つ
い
て
は
「
鯡
」
す
な
わ
ち
ニ
シ
ン
な
ど
を
漁
獲
す
る
網
漁
な

ど
に
用
い
ら
れ
る
漁
船
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

漁
船
の
杣
取
を
願
い
出
た
領
民
の
居
住
地
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
弘
前
藩
領
後

潟
組
に
属
す
る
今
別
、
蟹
田
ほ
か
沿
岸
諸
村
（
三
馬
屋
・
平
舘
・
野
田
・
今
津
・
中

師
・
瀬せ

辺へ

地じ

・
郷ご

う

沢さ
わ

・
蓬
田
・
阿
弥
陀
川
・
小
橋
）、
そ
し
て
赤
石
組
に
属
す
る
深
浦

は
じ
め
沿
岸
諸
村
（
姥
袋
・
柳
田
・
大
童
子
・
岩
坂
・
嶋
・
関
・
金
井
ヶ
沢
・
嘉
茂
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図2　弘前藩領における漁船製作関係地図
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表2　享保期における漁船製作許可申請
№ 日　付 西暦 申請者 杣取場所 種別1 種別2 寸　法
1 享保2.2.22 1717 後潟組一本木之者共 今別領明山 漁船 ぶなの木丸木船2艘
2 享保3.2.27 1718 驫木村兵九郎 驫木村領明御山荷かふ沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長5尋、はば2尺8寸
3 享保3.2.27 1718 岩崎村次郎左衛門 岩崎村領明御山にせ沢 漁舟 せんの木丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
4 享保3.2.27 1718 岩崎村甚兵衛 岩崎村領明御山にせ沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋、はば2尺5寸
5 享保3.2.27 1718 関村三左衛門 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋4尺、はば2尺3寸
6 享保3.2.27 1718 関村孫十郎 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長5尋、はば2尺5寸
7 享保3.2.27 1718 関村安右衛門 岩坂村領明御山ちいら沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
8 享保3.2.27 1718 三馬屋村久左衛門 三馬屋領増川沢 漁舟 せんの木丸木船1艘 長さ4尋、口2尺3寸
9 享保3.2.28 1718 赤石組姥袋村勘四郎 大然村領明御山しらこ沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
10 享保3.2.28 1718 赤石組嘉茂村庄左衛門 小森村領明御山おんるい沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋2尺、はば2尺6寸
11 享保3.2.28 1718 赤石組岩坂村甚太郎 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺6寸
12 享保3.2.28 1718 赤石組風合瀬村三郎兵衛 岩坂村領明御山外沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋4尺、はば2尺7寸
13 享保3.2.28 1718 赤石組嶋村弥太郎 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺5寸、はば2尺6寸
14 享保3.2.28 1718 赤石組嶋村喜蔵 関山（村か）領明御山ちら

沢
漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺7寸

15 享保3.2.28 1718 赤石組小福浦村三郎四郎 岩崎村領明御山ほたて沢 漁舟 栩丸木船1艘 長4尋、はば2尺
16 享保3.2.28 1718 赤石組廣戸村傳十郎 岩崎村領明御山下沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋、はば2尺2寸
17 享保3.2.28 1718 赤石組廣戸村喜兵衛 岩崎村領明御山下沢 漁舟 杤丸木船1艘 長3尋、はば2尺
18 享保3.2.28 1718 赤石組廣戸村市三郎 岩崎村領明御山下沢 漁舟 杤丸木船1艘 長5尋、はば3尺
19 享保3.2.28 1718 赤石組柳田村左衛門五郎 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長3尋3尺、はば2尺8寸
20 享保3.2.28 1718 赤石組森山村権七 岩崎村領明御山にせ山 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋、はば2尺1寸
21 享保3.2.28 1718 赤石組森山村佐次兵衛 岩崎村領明御山にせ山 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺4寸
22 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村清兵衛 岩崎村領明御山寸館沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
23 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村新左衛門 岩崎村領明御山から川沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
24 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村藤右衛門 岩崎村領明御山から川沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋2尺、はば2尺5寸
25 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村九郎右衛門 岩崎村領明御山から川沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長5尋、はば2尺8寸
26 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村嘉右衛門 岩崎村領明御山から川沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
27 享保3.3.8 1718 後潟組三馬屋村与左衛門 （購入用材） 漁船 漁船1艘 長6尋3尺、口7尺（桧平物1挺：

長6尋・厚さ1尺、桧丁板1枚：
長5尋・厚さ4寸、桧2間7寸角1
本：長5尋・厚さ4寸）

28 享保3.3.8 1718 後潟組濱松村百姓傳兵衛 六枚橋明御山の内無沢 漁舟 ぶなの木丸木船1艘 長4尋、口1尺8寸
29 享保3.9.13 1718 赤石組金井ヶ沢村喜三郎 大然村領明御山の内沢内沢 漁船 せん丸木舟1艘 長さ5尋、幅2尺8寸
30 享保3.9.13 1718 赤石組金井ヶ沢村仁兵衛 大然村領明御山の内沢内沢 漁船 せん丸木船2艘 長さ5尋、幅2尺8寸
31 享保3.9.13 1718 赤石組金井ヶ沢村九郎太郎 大然村領明御山の内沢内沢 漁船 杤丸木船1艘 長さ4尋4尺、幅2尺6寸
32 享保3.9.13 1718 赤石組金井ヶ沢村治兵衛 大然村領明御山の内沢内沢 漁船 杤丸木船1艘 長さ4尋3尺、幅2尺6寸
33 享保4.2.5 1719 後方組四戸橋村権左衛門 小国明御山の内無沢 漁船 栩丸木船1艘 長4尋1尺、口2尺3寸
34 享保4.2.5 1719 後方組中師村仁兵衛 小国明御山の内南沢 漁船 ぶなの木丸木船1艘 長4尋、口2尺5寸
35 享保4.2.5 1719 後方組中師村甚兵衛 小国明御山の内南沢 漁船 ぶなの木丸木船1艘 長3尋2尺、口2尺2寸
36 享保5.正.24 1720 今別町弥七郎・九郎兵衛 今別領大川山 漁船 30俵漁船1艘ずつ 桂5間平物1挺、桧3間垂木2本、

桧8尺×8寸角1本、桧8尺×5寸
角1本、桂5間平物1挺

37 享保5.2.5 1720 後潟組阿ミた川村高無助次郎 小国明御山の内高石俣 漁船 ぶなの木打船1艘 長5間、幅3尺
38 享保5.2.5 1720 後潟組阿ミた川村高無彦右衛門 小国明御山の内高石俣 漁船 ぶなの木打舟1艘 長5尋、幅3尺
39 享保5.2.15 1720 後潟組蓬田村吉助 関口長沢 漁船 ぶなの木打船1艘
40 享保5.2.15 1720 後潟組蓬田村金兵衛 長科山の内いけとの沢 漁船 ぶなの木打船1艘
41 享保5.2.22 1720 深浦町久左衛門 深浦村領明山東山支俣の内水無沢 海藻取 栩・せんノ木丸木船1艘
42 享保5.2.22 1720 深浦町孫左衛門 深浦村領明山東山支俣の内水無沢 海藻取 栩・せんノ木丸木船1艘
43 享保5.2.22 1720 深浦町左次右衛門 深浦村領明山東山支俣の内水無沢 海藻取 栩・せんノ木丸木船1艘
44 享保5.2.22 1720 蟹田町半七 小国明山の内南沢西之俣沢 漁船 栩丸木船1艘 長4尋3尺
45 享保5.3.27 1720 深浦町五郎右衛門 深浦領明山東山支俣の内水無沢 海草取 せんの木・とちの木丸

木船1艘
46 享保5.3.27 1720 深浦町三七 深浦領明山東山支俣の内水無沢 海草取 せんの木・とちの木丸

木船1艘
47 享保5.4.17 1720 後潟組瀬部地村長十郎 瀬辺地御明山の内西俣沢 漁船 栩木打船1艘 長4尋2尺、口2尺5寸
48 享保5.4.17 1720 後潟組今別村山崎之甚十郎 今別村明山の内大川沢 漁船 せんの木打船1艘 長4尋、口2尺5寸
49 享保5.4.17 1720 後潟組今別村領一本木ノ作右衛門 今別村明山の内大川沢 漁船 栩木打船1艘 長4尋、口2尺7寸
50 享保5.4.17 1720 後潟組平館村惣兵衛 野田御留山之内瀧ヶ沢 漁船 ぶなの木打船1艘 長4尋、口2尺2寸
51 享保5.4.17 1720 後潟組瀬辺地村才次郎 瀬辺地村明山の内無沢 漁船 ぶなの木打船1艘
52 享保5.4.24 1720 赤石組沢辺村善兵衛 岩崎村領佐々内沢明山の内にせ山 2人乗漁舟 せんの木船板1枚 長5尋3尺、幅1尺3寸、厚さ6寸
53 享保5.11.6 1720 蟹田町漁師三右衛門・長次

郎・七郎兵衛
小国明御山の内藤ヶ俣沢 漁舟 漁舟1艘宛 桂長板2枚：長7尋3尺・厚1尺

1寸・幅出合、桂長板1枚：長
7尋3尺・厚6寸・幅出合

54 享保6.2.5 1721 赤石組驫木村百姓五郎右衛門 驫木村領明御山とうか沢 鯡取舟 杤丸木船1艘 長4尋、幅2尺5寸
55 享保6.2.5 1721 赤石組驫木村高無孫左衛門 岩館村明御山葉池沢村 鯡取舟 杤丸木船1艘 長4尋、幅3尺
56 享保6.2.5 1721 赤石組驫木村高無弥五兵衛 岩館村明御山葉池沢村 鯡取舟 杤丸木船1艘 長4尋、幅2尺7寸
57 享保6.2.5 1721 赤石組大童子村高無孫作 岩館村明御山葉池沢村 鯡取舟 杤丸木船1艘 長3尋3尺、幅2尺5寸
58 享保6.2.5 1721 赤石組風合瀬村高無新蔵 風合瀬村明御山外沢 鯡取舟 ぶな丸木船1艘 長4尋4尺、幅2尺6寸
59 享保6.2.9 1721 赤石組追良瀬村高無権兵衛 追良瀬村領明山壱館沢 鯡取舟 杤丸木舟1艘
60 享保6.2.9 1721 赤石組追良瀬村高無左衛門次郎 追良瀬村領明山外沢 鯡取舟 杤丸木舟1艘
61 享保6.2.9 1721 介三郎 追良瀬村領明山外沢 鯡取舟 ぶな丸木舟1艘
62 享保6.2.18 1721 後潟組郷沢村佐介 板木沢領小川平御山 漁舟 ぶなの木舟1艘 長4尋、上口2尺3寸
63 享保6.2.22 1721 赤石組姥袋村四郎左衛門 追良瀬村領まかりくら沢 鯡漁舟 ぶな丸木舟1艘 長4間4尺、幅2尺5寸
64 享保6.2.22 1721 赤石組姥袋村太左衛門 大秋村領明山 鯡漁舟 杤丸木船1艘 長4尋4尺、幅2尺5寸
65 享保6.2.22 1721 赤石組追良瀬村惣三郎 追良瀬村領こあし沢 鯡舟 せん丸木舟1艘 長4尋4尺、幅2尺8寸
66 享保7.2.19 1722 蟹田町金右衛門・伊之助・平十郎 小国明山の内高石ヶ俣沢黒山沢 漁船 漁船 桂かわら板1枚、桂船平物1枚、桂板4枚
67 享保7.2.22 1722 蟹田町漁師左次兵衛 小国明山の内高石ヶ俣沢 漁船 漁船1艘 桂6尋板1枚、桂4尋板1枚
68 享保15.2.8 1730 赤石組之者共 追良瀬山の内 漁船 丸木舟4艘
69 享保15.2.12 1730 （赤石組代官申立による） 赤石組驫木村領明御山の内 漁船 漁船5艘
70 享保15.2.12 1730 後潟組濱名村之者共 後潟組明御山濱名村 漁舟 丸木打漁舟
71 享保15.2.12 1730 後潟組今津村之者共 後潟組明御山濱名村 漁舟 漁舟新合入用材木
72 享保16.2.27 1731 赤石組村々之者共 （不明） 漁舟 漁舟杣取
73 享保16.2.27 1731 後潟組小橋村之者共 （不明） 漁船 漁船杣取
74 享保16.6.17 1731 後潟組野田村高無与次兵衛 （南部・今別・平館より購入） 漁船 合漁船1艘 長6尋3尺、口6尺5寸（檜長板1枚：

長4間半・はば1尺5寸・厚さ6寸少、
桂丁板1枚：長5尋、古船板1枚：
長3間半・はば1尺8寸・あつさ4寸）

75 享保18.2.7 1733 赤石組黒崎村伊太夫・赤石村又三郎 黒崎村明御山の内 漁舟 漁舟丸木舟1艘宛
76 享保18.2.15 1733 蟹田町惣次郎 小国明御山の内高石か俣沢 魚船 魚船1艘 桂6尋長板1枚、7尋長板1枚、

8尋長板1枚
※「国日記」より作成。日付も「国日記」による。
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十
七
世
紀
末
に
お
け
る
津
軽
領
の
植
生
に
つ
い
て
の
復
元
を
お
こ
な
っ
た
、
長
谷
川

成
一
「
藩
領
に
お
け
る
植
生
景
観
の
復
元
と
そ
の
変
容
│
近
世
津
軽
領
を
中
心
に
│
」

（『
弘
前
大
学
大
学
院
地
域
社
会
研
究
科
年
報
』
第
六
号

　
二
〇
〇
九
年
）
に
よ
れ
ば
、

津
軽
半
島
東
部
陸
奥
湾
に
面
す
る
地
域
（
今
別
・
石
崎
・
平
舘
・
野
田
・
小
国
・
蟹

田
・
広
瀬
・
瀬
辺
地
・
阿
弥
陀
川
・
六
枚
橋
・
内
真
部
・
奥
内
・
瀬せ

戸と

子し

）
の
山
地
は

檜
・
雑
木
・
お
っ
こ
（「
い
ち
い
」
の
異
名
）
の
林
相
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
津
軽
地
方
の
西
部
・
西
海
岸
お
よ
び
白
神
山
地
を
中
心
と
し
た
地

域
の
場
合
、
白
神
山
地
の
大
部
分
は
雑
木
・
檜
で
お
お
む
ね
雑
木
が
ち
の
林
相
、
海
岸

部
で
岩
崎
と
後
背
の
山
地
、
そ
れ
以
南
に
檜
・
雑
木
の
範
囲
が
認
め
ら
れ
、
横
磯
・
大

間
村
の
寺
社
周
辺
に
杉
・
雑
木
・
檜
、
深
浦
・
追
良
瀬
付
近
に
檜
・
雑
木
、
深
浦
の
後

背
（
見
入
観
音
周
辺
）
に
松
・
雑
木
・
檜
の
林
相
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

ま
た
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）「
諸
山
之
内
上
山
通
よ
り
西
之
浜
通
迄
中
山
通
よ

り
外
浜
通
古
懸
山
迄
御
山
所
書
上
之
覚
」
に
よ
れ
ば
、
今
別
村
領
惣
山
お
よ
び
小
国
村

領
惣
山
で
は
太
木
の
雑
木
が
多
く
生
育
し
て
お
り
、
毎
年
、
御お

留と
め

山や
ま

（
藩
が
直
接
支
配

し
、
領
民
は
許
可
な
く
し
て
入
山
で
き
な
い
）
か
ら
の
「
船
木
」
杣
取
が
許
可
さ
れ
て

い
た
と
い
う
（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
５
近
世
（
３
）
青
森
市

　
二
〇
〇
六
年

　

三
八
号
）。
ま
た
、
追
良
瀬
村
領
惣
山
・
深
浦
村
領
惣
山
・
岩
崎
村
領
惣
山
に
お
い
て

も
太
木
の
雑
木
が
繁
茂
し
、
毎
年
「
船
木
」
の
杣
取
が
許
さ
れ
て
い
た
（『
青
森
県

史
』
資
料
編
近
世
３

　
青
森
県

　
二
〇
〇
六
年

　
一
八
〇
号
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

津
軽
海
峡
・
陸
奥
湾
に
面
し
た
津
軽
半
島
東
北
部
地
域
と
、
日
本
海
に
面
し
た
津
軽
地

方
西
海
岸
地
域
は
、
漁
船
製
作
の
た
め
の
雑
木
の
調
達
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
当
時
の
植
生
景
観
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

船
材
の
樹
種
に
つ
い
て
は
、「
栩
（
と
ち
、
杤
）」
が
三
二
件
、「
ふ
な
の
木
（
ふ

な
）」
が
二
三
件
、「
せ
ん
の
木
」
一
二
件
と
、
ト
チ
ノ
キ
の
利
用
が
最
も
多
い
。
こ
の

ほ
か
、「
桧
（
檜
）」（
た
だ
し
青
森
県
で
は
ヒ
ノ
キ
で
は
な
く
通
称
ヒ
バ
と
い
わ
れ
る

ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
の
こ
と
）
や
「
桂
」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ

れ
は
部
材
と
し
て
の
利
用
が
許
可
さ
れ
た
も
の
で
、
件
数
と
し
て
は
七
件
程
度
で
あ

る
。
平
井
信
二
『
木
の
大
百
科
』（
朝
倉
書
店

　
一
九
九
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
ト
チ
材

の
性
質
と
し
て
、
切
削
そ
の
他
の
加
工
は
容
易
で
あ
る
が
、
保
存
性
は
き
わ
め
て
低

く
、
条
件
が
悪
い
と
著
し
く
腐
れ
の
速
い
材
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
同
様
に
、「
せ
ん

の
木
」
す
な
わ
ち
ハ
リ
ギ
リ
に
つ
い
て
も
、
切
削
な
ど
の
加
工
は
適
当
だ
が
、
材
の
耐

朽
性
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。
ブ
ナ
に
つ
い
て
も
、
切
削
そ
の
他
の
加
工
は
困
難
で
な
い

が
、
材
に
狂
い
が
多
い
と
か
、
変
色
や
腐
れ
が
入
り
や
す
い
と
評
価
さ
れ
る
材
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
樹
種
は
、
現
実
的
に
は
漁
船
の
船
材
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。

も
っ
と
も
、
漁
船
製
作
用
材
の
樹
種
に
つ
い
て
は
、
丸
木
船
を
製
作
す
る
場
合
、
一

般
和
人
領
民
・
領
内
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
と
も
に
、
桂
お
よ
び
栗
は
許
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
以
外
の
雑
木
で
の
杣
取
が
許
可
さ
れ
て
い
た
（「
国
日
記
」
享
保
元
年

（
一
七
一
六
）
十
二
月
十
六
日
条
）。

一
、
代
官
溝
口
弥
兵
衛
・
館
山
兵
十
郎
申
立
候
、
後
潟
村
・
濱
名
村
之
者
共
漁
船

入
用
桂
増
川
山
に
て
杣
取
願
之
儀
山
方
詮
議
之
上
当
年
ハ
外
之
家
業
も
無
之
由

ニ
付
申
付
候
、
乍
然
丸
木
船
之
儀
者
桂
・
栗
者
難
申
付
候
間
、
雑
木
に
て
杣
取

候
様
申
付
候
、
書
付
勘
定
奉
行
江
遣
之
、
尤
山
方
江
も
右
之
旨
申
遣
之
、

一
、
右
同
人
申
立
候
者
、
同
村
犾
共
漁
船
入
用
栗
・
栩
・
桂
増
川
沢
椛
し
ら
沢
ニ

而
杣
取
願
之
儀
山
方
詮
議
之
上
内
膳
江
達
、
当
年
者
申
立
之
品
々
杣
取
申
付

候
、
乍
然
丸
木
船
者
栗
・
桂
ニ
而
杣
取
不
相
叶
候
間
、
外
之
雑
木
ニ
而
致
杣
取

候
様
郡
奉
行
江
申
付
之
、
尤
山
方
江
も
申
遣
、
書
付
勘
定
奉
行
江
遣
之
、

 

（
傍
線
筆
者
）

こ
の
桂
お
よ
び
栗
の
丸
木
船
製
作
用
材
と
し
て
の
伐
採
禁
止
は
、
両
樹
種
が
「
御
停

止
木（

４
）

」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
カ
ツ
ラ
は
大
径
木
が
多
く
欠
点
が
少
な
い
た
め
大
き
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い
寸
法
の
板
材
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
材
が
均
質
で
工
作
し
や
す
く
狂
い
が
少
な
い
き

わ
め
て
有
用
な
材
で
あ
り
、
ク
リ
も
心し

ん

材ざ
い

の
耐
朽
性
が
き
わ
め
て
高
く
、
よ
く
水
湿
に

耐
え
る
と
い
う
大
き
な
特
徴
の
あ
る
材
と
評
価
さ
れ
る
（
前
掲
『
木
の
大
百
科
』
に
よ

る
）。
製
作
す
る
漁
船
の
種
類
が
丸
木
船
で
な
け
れ
ば
、
領
民
に
も
桂
や
栗
が
認
め
ら

れ
て
い
た
も
の
の
、
や
は
り
丸
木
船
用
材
と
し
て
も
、
桂
・
栗
な
ど
の
良
材
が
望
ま
れ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

漁
船
の
種
類
に
つ
い
て
、
明
確
に
「
丸
木
」
を
も
っ
て
つ
く
る
と
あ
る
の
は
、「
丸

木
船
」（「
丸
木
舟
」「
丸
木
打
漁
舟
」）
の
五
四
件
で
、
全
体
の
七
割
以
上
を
占
め
る
。

全
長
を
基
準
に
す
る
と
、
最
小
は
№
17
の
全
長
が
三
尋
（
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
）、
幅
が

二
尺
（
約
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
ト
チ
ノ
キ
材
を
用
い
た
丸
木
船
で
、
最
大
で
は

全
長
五
尋
（
約
七
・
六
メ
ー
ト
ル
）、
幅
二
尺
八
寸
（
約
八
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ

る
（
№
2
・
№
25
・
№
29
・
№
30
）。
ま
た
、
幅
を
基
準
に
し
て
み
る
と
、
最
小
の
も

の
は
№
28
の
全
長
四
尋
、
幅
一
尺
八
寸
（
約
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
ブ
ナ
を
用
い

た
丸
木
船
で
、
最
大
で
三
尺
（
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
№
18
・
№
55
）
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
用
材
と
し
て
一
種
類
の
み
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ

れ
ら
の
船
は
一
木
か
ら
で
き
た
刳
船
（
単
材
刳
船
）
と
し
て
の
丸
木
船
で
あ
っ
た
み
て

支
障
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
丸
木
船
以
外
の
二
二
件
に
つ
い
て
、
ま
ず
「〔
樹
種
〕
打
船
」
な
ど
と
表
現
さ

れ
る
、
№
37
・
38
・
39
・
40
・
47
・
48
・
49
・
50
・
51
・
62
の
う
ち
、
39
・
40
・
51
以

外
に
つ
い
て
は
、
長
さ
と
幅
の
み
で
表
し
た
、
先
の
丸
木
船
用
材
と
ほ
ぼ
同
じ
寸
法
の

用
材
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
丸
木
船
の
可
能
性
が
あ
る
。
№

27
・
36
・
52
・
53
・
66
・
67
・
74
・
76
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
船
体
を
構
成
す
る
と

み
ら
れ
る
各
種
の
部
材
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
材
刳
船
と
は
別
の
、
複
数
の

部
材
を
構
成
し
て
つ
く
っ
た
船
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
№
74
の
「
合

漁
船
」
と
称
さ
れ
る
船
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。「
国
日

記
」
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
二
月
十
一
日
条
に
、
よ
り
具
体
的
に
説
明
さ
れ
る
。

一
、
後
潟
組
代
官
申
立
候
者
、

　
　
　

合
漁
舟
壱
艘

　
長
六
尋
・
口
七
尺

　
　
　

石
崎
村
高
無

　
次
右
衛
門

　
　
　
　

此
入
用

　
　
　

桂
五
尋
丁
板
壱
枚

　
　
　

同
七
尋
板
壱
枚

　
　
　

檜
九
尺
み
よ
し
壱
本

　
　
　

同
壱
丈
五
寸
角

右
者
船
材
木
南
部
牛
瀧
よ
り
当
八
月
買
調
平
館
湊
目
付
前
田
定
四
郎
相
改
候
印

形
之
別
紙
壱
枚
差
上
申
候
、
合
船
奉
願
旨
申
作
右
衛
門
江
達
之
、
御
役
銭
上
納

之
上
申
立
之
通
申
付
旨
郡
奉
行
江
申
遣
之
、

こ
の
石
崎
村
の
高
無
で
あ
る
次
右
衛
門
が
製
作
し
よ
う
と
し
た
全
長
六
尋
（
約
九

メ
ー
ト
ル
）、
幅
七
尺
（
約
二
・
一
メ
ー
ト
ル
）
の
「
合
漁
舟
」
に
必
要
な
部
材
は
、

「
丁ち

ょ
う板

」「
板
」「
み
よ
し
」（
水
押
、
船
首
材
を
指
す
）
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
一
木
を

刳
り
抜
い
た
だ
け
の
丸
木
船
と
は
異
な
る
、
部
材
を
組
み
合
わ
せ
た
構
造
の
船
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
丁
板
」
と
は
、
お
も
き
造
り
の
船
体
構
造
を

と
る
和
船
の
船
底
材
の
こ
と
で
、
近
世
後
期
以
後
弁
財
船
の
か
わ
ら
を
意
味
す
る
よ
う

に
な
っ
た
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

　
第
九
巻

　
小
学
館

　
二
〇
〇
一
年
に
よ

る
）
も
の
で
あ
る
。
こ
の
お
も
き
（「
面
木
」
を
あ
て
る
場
合
が
多
い
）
造
り
と
は
、

丸
木
か
ら
刳
り
出
し
た
Ｌ
字
形
に
近
い
断
面
を
有
す
る
船
材
つ
ま
り
面
木
を
船
底
材
の

両
側
に
配
し
、
舷
側
材
を
継
ぎ
足
し
た
船
体
構
造
を
い
い
、
分
布
は
日
本
海
沿
岸
に
限

ら
れ
る
（
安
達
裕
之
「
日
本
の
船
の
発
達
史
へ
の
一
試
論
」『
海
事
史
研
究
』
第
五
四

号
　

一
九
九
七
年
）。
次
右
衛
門
の
「
合
漁
船
」
が
お
も
き
造
り
の
構
造
で
あ
る
の

か
、
弁
才
造
り
の
構
造
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
全
長
六
尋
の
船
に
仕
上
げ
る
た
め
の
五
尋
の
「
丁
板
」
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が
、
船
底
材
を
指
す
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
み
ら
れ
、
同
様
に
七
尋
の
「
板
」
は

舷
側
板
に
相
当
す
る
と
推
察
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、「
合
漁
船
」
と
は
、
船
の
船
首
か

ら
船
尾
ま
で
を
貫
く
船
底
材
で
あ
る
「
丁
板
」
に
、
船
首
材
で
あ
る
「
み
よ
し
」
と
、

両
舷
側
の
「
板
」
を
「
合あ

」
わ
せ
て
つ
く
っ
た
船
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

№
27
、
№
74
の
場
合
も
用
材
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
丁
板
」
が
、
№
66
の
事
例
で
も
同

様
に
「
か
わ
ら
」（
航
、
船
底
材
を
指
す
語
）
の
用
材
が
申
請
さ
れ
て
い
る
が
、
十
八

世
紀
初
頭
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
漁
船
の
タ
イ
プ
は
、
丸
木
船
一
辺
倒
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
に
、
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
技
術
を
用
い
た
漁
船
も
製
作
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
と
く
に
№
27
の
漁
船
に
つ
い
て
は
幅
が
七
尺
（
約
二
メ
ー
ト
ル
）

と
、
先
に
み
た
丸
木
船
の
最
大
幅
三
尺
に
対
し
て
二
・
三
倍
と
、
船
体
が
大
型
化
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
部
材
を
組
み
合
わ
せ
て
船
を
構
成
す
る

こ
と
に
よ
り
、
積
載
量
や
耐
航
性
の
増
大
を
は
か
る
と
同
時
に
、
漁
獲
量
の
増
大
を

図
っ
た
こ
と
の
証
左
と
み
と
め
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
年
間
一
〇
〇
艘
と
い
う
漁
船
杣
取
が
続
い
た
結
果
、
船
材
と
し
て
の
木
は
次

第
に
伐
り
尽
く
さ
れ
て
底
を
つ
き
、
こ
の
ま
ま
杣
取
を
許
可
す
れ
ば
後
々
ま
で
の
支
障

と
な
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
陥
っ
た
と
い
う
（「
国
日
記
」
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）

十
一
月
二
十
九
日
条
）。

一
、
山
方
申
立
候
者
、
所
々
海
辺
之
者
共
漁
舟
破
損
或
古
船
ニ
罷
成
用
立
不
申
由

ニ
而
、
右
代
新
規
合
舟
并
繕
入
用
舟
板
等
過
分
年
々
申
立
被
仰
付
候
得
共
、
合

船
繕
共
出
来
之
訳
山
方
江
相
知
不
申
候
故
紛
敷
御
座
候
、
尤
船
家
業
一
通
之
者

ニ
御
座
候
へ
共
無
拠
御
沙
汰
之
上
可
被
仰
付
来
候
得
共
、
舟
木
ニ
罷
成
候
諸
木

段
々
伐
盡
払
底
罷
成
候
間
、
願
次
第
被
仰
付
候
而
者
末
々
差
支
可
申
と
奉
存

候
、
尤
丸
木
船
之
儀
者
取
出
候
節
山
役
人
共
よ
り
申
出
山
中
ニ
而
足
軽
目
付
立

合
之
上
御
極
印
打
相
済
申
儀
御
座
候
間
、
紛
敷
儀
も
無
御
座
候
、
古
船
ニ
罷
成

乗
廻
り
難
成
新
規
合
船
并
繕
舟
之
分
ハ
入
用
之
材
木
願
候
者
有
之
候
節
、
右
古

船
其
所
之
勤
番
見
分
被
仰
付
向
論
申
立
之
通
被
仰
付
候
ハ
ヽ
合
船
并
繕
舟
共
ニ

出
来
之
表
足
軽
目
付
見
届
山
方
江
相
知
候
様
ニ
被
仰
付
度
奉
存
候
、
右
之
通
被

仰
付
候
者
〆
り
方
ニ
も
罷
成
候
間
、
此
段
存
寄
り
申
上
候
間
、
申
出
之
山
方
存

寄
之
通
申
付
候
旨
大
目
付
江
申
遣
之
、

右
に
よ
れ
ば
、
漁
民
た
ち
は
破
損
や
古
船
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
新
規
の
造
船
用

材
や
修
繕
用
の
船
板
の
杣
取
申
請
を
し
て
い
る
が
、
新
造
な
い
し
修
繕
を
予
定
通
り

行
っ
た
か
ど
う
か
、
事
後
の
報
告
を
し
な
い
の
で
、
山
方
役
人
側
で
は
こ
れ
を
照
合
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
造
船
許
認
可
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
が
、
毎
年
、
限
度

を
超
え
て
杣
取
を
申
請
す
る
状
況
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
船
材
用
の
諸
木
の
払
底
を

招
い
た
と
い
う
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
領
民
が
意
図
的
に
必
要
以
上
の
漁
船
杣
取
を
願
い
出
て
い
た
と
み

る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
次
か
ら
次
へ
と
新
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
背
景
に
は
、
彼

ら
が
良
材
を
豊
富
に
調
達
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
保
存
性
に
劣
り
腐
朽
し
や
す
い
材

を
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
№
28
の
後
潟
組
濱
松
村
の
伝

兵
衛
の
場
合
、
杣
取
の
理
由
に
つ
い
て
、
数
年
間
所
有
し
て
い
た
丸
木
船
が
腐
朽
し
使

用
で
き
な
い
た
め
、
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
用
材
と
し
て
の
評
価
が
低
い
樹

種
を
用
い
た
漁
船
の
耐
用
年
数
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
三
、四
年
、
も
し
く
は
五
、六

年
程
度
と
ご
く
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
だ
。

　（
二
）
津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
に
よ
る
漁
船
製
作
の
動
向

津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
の
場
合
、
造
船
用
材
に
つ
い
て
は
無
役
で
の
杣
取
が
認
め
ら
れ
て

い
た
。「
国
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
か
ら
寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）
ま
で
の
四
〇
年
間
で
行
わ
れ
た
領
内
ア
イ
ヌ
に
よ
る
造
船
許
可
申
請
の

う
ち
、
明
確
に
漁
船
の
製
作
お
よ
び
杣
取
の
許
可
申
請
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
三
四
件

で
あ
っ
た
（
表
３
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
種
類
別
に
み
る
と
「
丸
木
船
（
舟
）」（「
丸
木
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漁
船
」
も
含
む
）
が
一
四
件
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
和
人
領
民
の
場
合
同
様
に
最
も
多

く
、
ほ
か
「
漁
船
（
漁
舟
）」
が
一
二
件
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
、「〔
樹
種
〕
打
船
」
が
八

件
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
た
。

丸
木
船
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
全
長
が
最
小
三
尋
（
№
16
・
№
23
）
か
ら
最
大
三

尋
三
尺
（
№
6
・
№
24
）
ま
で
、
幅
は
最
小
一
尺
八
寸
（
№
24
）
か
ら
最
大
二
尺
一
寸

（
№
16
）
ま
で
で
、
和
人
領
民
が
製
作
し
た
丸
木
船
の
標
準
寸
法
（
全
長
四
尋
二
尺
〜

五
尋
）
と
比
較
す
れ
ば
よ
り
小
さ
い
傾
向
で
あ
る
。「〔
樹
種
〕
打
船
」
の
構
造
に
つ
い

て
は
、
和
人
領
民
の
場
合
と
同
様
に
丸
木
船
と
み
な
す
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。「
漁
舟
」

に
つ
い
て
、
№
17
お
よ
び
№
18
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
長
さ
六
尋
三
尺
、
有
り
合
わ
せ

の
幅
、
厚
さ
一
尺
の
「
棚
板
」
用
材
を
一
挺
と
、
長
さ
四
尋
二
尺
、
有
り
合
わ
せ
の

幅
、
厚
さ
八
寸
の
「
丁
板
」
用
材
一
挺
と
を
も
っ
て
、
全
長
五
尋
三
尺
（
約
八
・
五

メ
ー
ト
ル
）、
幅
五
尺
六
寸
（
約
一
・
七
メ
ー
ト
ル
）
の
船
を
一
艘
造
る
と
い
う
。
こ
れ

ら
の
船
の
構
造
は
、
和
人
領
民
の
「
合
漁
船
」
に
み
る
よ
う
に
、
船
底
材
に
「
丁
板
」

を
用
い
、
そ
れ
に
舷
側
板
で
あ
る
「
棚
板
」
を
取
り
付
け
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
厚

さ
一
尺
も
あ
る
「
棚
板
」
用
材
は
、
そ
れ
を
挽
き
割
っ
て
複
数
枚
を
得
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
領
内
ア
イ
ヌ
は
単
材
刳
船
と
し
て
の
丸
木
船
を
多
用
し
た
が
、
ほ
か
に
船
底

材
や
舷
側
板
に
相
当
す
る
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
大
型
の
漁
船
を

も
製
作
し
用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

用
材
の
樹
種
に
つ
い
て
は
、
ト
チ
ノ
キ
が
和
人
領
民
同
様
に
最
多
で
全
体
の
二
六

パ
ー
セ
ン
ト
、
ほ
か
カ
ツ
ラ
が
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
但
し
許
可
さ
れ
た
の
は
部
材
と
し

て
の
み
）、
ハ
リ
ギ
リ
（
せ
ん
の
木
）
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ブ
ナ
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
、

ほ
か
シ
ナ
ノ
キ
、
ヤ
ス
ノ
キ
な
ど
も
用
い
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
ア
イ
ヌ
の
船
と
し
て
は
、
丸
木
船
の
両
舷
に
舷
側
板
を
縄
で
綴
じ
合
わ

せ
た
形
式
の
「
縄な

わ

綴と
じ

船ぶ
ね

」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
表
３
に
お
い
て
明
確
に
そ
れ
と

判
断
し
う
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。「
国
日
記
」
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
十
一
月
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表３  津軽領内アイヌによる漁船製作許可申請
№ 日　付 西暦 居住地 アイヌ名 杣取場所 種別1 種別2 樹種および用材 用材寸法 数量
1 元禄16.1.24 1703 後潟組大川平村 次郎わいん・ほく岡いん 明山 後潟組大川平村明山 漁船 漁船4艘分 雑木桂平物 ― 4挺
2 宝永元.3.20 1704 松ヶ崎 あへかけ 明山 増川明山之内 漁船 漁船1艘 雑木桂板 長7尋、幅1尺8寸、厚8寸 1枚

3 享保元.12.16 1716 浜名村 犾共 ― 増川沢・椛しら沢 漁船 漁船
栗（丸木船用材としては不許可） ― ―
栩 ― ―
桂（丸木船用材としては不許可） ― ―

4 享保2.2.19 1717 上磯 犾共 ― はしらの沢 漁船 丸木船 栗（不許可） ― ―
せんの木 ― ―

5 享保3.2.27 1718 藤嶋 いくるい 留山 奥平辺御山之内 漁舟 漁舟
桂平物（不許可） 4間、幅1尺6寸、厚8寸 1挺
桧平物（不許可） 長4尋2尺、幅1尺5寸、厚7寸 1挺
桧丸太（不許可） 1尺 2本

6 享保3.2.27 1718 藤嶋 るてりき 明山 藤嶋之沢 漁船 丸木船1艘 せんの木 長3尋3尺、口2尺 ―
7 享保4.5.18 1719 藤嶋 犾 ― 藤嶋沢 漁船 せんの木打漁船1艘 せんの木 ― ―
8 享保5.4.17 1720 宇田 くねきら院 留山 水汲沢 漁船 やすの木打船1艘 やすの木 長4尋、口2尺 ―
9 享保5.6.8 1720 三馬屋領釜ヶ沢 熊かいん 留山 釜ヶ沢 漁船 せんの木打船1艘 せんの木 長3尋3尺、口2尺2寸 ―
10 享保6.3.20 1721 後潟組 さうたいん 御救山 藤嶋沢 漁船 丸木船1艘 せん ― ―
11 享保6.3.20 1721 後潟組 しかむけ 御救山 宇鉄沢 漁船 丸木船1艘 せん ― ―
12 享保6.3.20 1721 後潟組 けのまいん ― 宇鉄沢 漁船 丸木船1艘 杤 ― ―
13 享保6.3.20 1721 後潟組 ゑひたいん ― 宇鉄沢 漁船 丸木船1艘 杤 ― ―
14 享保6.3.20 1721 後潟組 るてりき 御救山 藤嶋沢 漁船 丸木船1艘 杤 ― ―
15 享保6.3.20 1721 後潟組 しこはいん 留山 釜野沢 漁船 丸木船1艘 杤 ― ―
16 享保10.4.8 1725 六丈間 さしたいぬ 明山 藤嶋沢・釜之沢 漁船 丸木舟1艘 せんの木 長3尋、口2尺1寸 ―
17 享保10.4.8 1725 藤嶋 るてりき 明山 藤嶋沢・釜之沢 漁舟 漁舟1艘（長5尋3

尺・口5尺6寸）
桂平物（棚板入用） 長6尋3尺、幅有合・厚1尺 1挺
桂平物（丁板入用） 長4尋2尺・幅有合、厚8寸 1挺

18 享保10.4.8 1725 松ヶ崎 まうられ 明山 藤嶋沢・釜之沢 漁舟 漁舟1艘（長5尋3
尺・口5尺6寸）

桂平物（棚板入用） 長6尋3尺、幅有合、厚1尺 1挺
桂平物（丁板入用） 長4尋2尺、幅有合、厚8寸 1挺

19 享保10.5.27 1725 松ヶ崎 犾共 明山 今別・三馬屋領明御山之内 漁舟 丸木船・合材木 ― ― ―
20 享保12.2.21 1727 大泊り・袰月・宇田 犾4人 ― 与茂内沢・平館領御留山伝蔵沢 漁舟 漁舟4艘 合舟入用材木 ― ―
21 享保14.2.29 1729 大泊り 犾 ― ― 漁舟 漁舟 ― ― ―
22 享保14.12.10 1729 袰月 犾 留山 今別領留御山之内茂内沢 漁師船 丸木船2艘 とち ― ―
23 享保16.2.12 1731 大泊り ほかまいぬ 留山 与茂内沢 漁舟 丸木舟1艘（丸木打舟） ぶなノ木 長3尋、幅2尺 ―
24 享保16.2.12 1731 大泊り せこかいぬ 留山 与茂内沢 漁舟 丸木舟1艘（丸木打舟） しなノ木 長3尋3尺、幅1尺8寸 ―
25 享保16.4.4 1731 後潟組 犾 ― ― 漁舟 漁舟入用 ― ― ―
26 享保17.6.24 1732 平舘村領宇田 くねくらいん ― ― 漁船 漁船 ― ― ―
27 元文元.6.21 1736 藤嶋 るてりき 明山 藤嶋沢 漁舟 漁舟 桂舟板 長6尋、幅有合、厚有合 1枚
28 元文2.12.19 1737 松ヶ崎 にいへて・ふうあい・

へいこたいぬ 明山 浜名村領明御山・
三馬屋領明御山 漁船 漁船 とちの木 ― ―

ぶなの木
29 寛保元.9.24 1741 後潟組 けま犬 明山 宇鉄沢 漁船 栩木打船1艘 栩 ― ―
30 寛保元.9.24 1741 後潟組 鴨太犬 明山 宇鉄沢 漁船 栩木打船1艘 栩 ― ―
31 寛保元.9.24 1741 後潟組 やいこぬかる 明山 浜名沢 漁船 栩木打船1艘 栩 ― ―
32 寛保元.9.24 1741 後潟組 ぶちあいへ 明山 浜名沢 漁船 栩木打船1艘 栩 ― ―
33 寛保元.9.24 1741 後潟組 いくるい 明山 藤嶋沢 漁船 桂打船1艘 桂（不許可） ― ―
34 寛保2.2.14 1742 後潟組 犾共 ― ― 漁船 丸木漁船 ― ― ―
※「国日記」（『青森県史』資料編近世1　Ⅱアイヌ民族史料集成　青森県　2001年）より作成。日付も「国日記」による。
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二
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
領
内
藤
島
へ
漂
着
し
た
、
長
さ
五
間
三
尺
・
幅
四
尺
五
寸
の

「
縄
閉
船
」
に
つ
い
て
「
松
前
犾
鯡
取
船
之
外
縄
閉
船
は
無
之
」
と
、
当
時
藩
当
局
に

お
い
て
は
、「
縄
閉
船
」
は
松
前
の
ア
イ
ヌ
が
鯡
漁
の
際
に
使
用
す
る
船
で
あ
る
と
み

な
し
て
い
た
。
領
内
六
条
間
に
漂
着
し
た
「
縄
と
ち
船
」（
長
七
尋
・
口
六
尺
）
に
つ

い
て
、
所
有
者
不
明
と
し
て
領
内
ア
イ
ヌ
に
下
付
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
（「
国
日
記
」

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
六
月
十
五
日
条
）、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
津
軽
領
内
ア

イ
ヌ
が
縄
綴
船
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漁
船
製
作

動
向
お
よ
び
藩
の
「
縄
綴
船
」
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
み
れ
ば
、
津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
自

ら
は
縄
綴
船
を
製
作
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
、
十
九
世
紀
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
の
存
在
形
態

以
下
、
近
世
後
期
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
数
、
漁
船
の
構
造
・
大
き
さ
な
ど
に
つ

い
て
、
船
数
書
上
な
ど
の
史
料
を
も
と
に
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
傾
向
や
存
在
形
態
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

　（
一
）
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
青
森
町
の
漁
船
数
　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
「
青
森
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
岩
見
文
庫
）

に
よ
れ
ば
、
同
年
八
月
に
お
け
る
青
森
町
の
船
数
は
、「
丸
木
船
」
が
七
九
艘
（
約

八
一
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
漁
船
」
が
一
六
艘
（
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
天
当
船（

５
）」

が
二

艘
の
計
九
七
艘
で
あ
る
。
青
森
町
に
存
在
す
る
船
舶
の
ほ
と
ん
ど
は
漁
船
で
、
し
か
も

そ
の
主
力
は
丸
木
船
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
青
森
町
の

総
戸
数
は
一
五
五
八
軒
で
、
そ
の
う
ち
「
漁
師
」
を
家
業
と
す
る
戸
数
は
八
二
軒
で
あ

る
か
ら
、
漁
師
一
戸
に
つ
き
一
艘
以
上
は
漁
船
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　（
二
）
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
油
川
・
十
三
森
村
ほ
か
四
か
村
の
漁
船
数

嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
の
「
油
川
別
段
九
月
十
月
勤
中
留
帳
」（『
新
青
森
市
史
』
資

料
編
３
近
世
（
１
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
二
年

　
三
九
七
号
）
に
は
、
油
川
お
よ
び

十じ
ゅ
う
さ
ん
も
り

三
森
村
、
油
川
村
、
田
沢
村
、
飛
鳥
村
、
瀬
戸
子
村
の
船
数
が
書
き
上
げ
ら
れ
る

（
表
４
）。
そ
の
合
計
は
三
六
艘
で
、
船
の
種
類
別
に
み
る
と
、「
合
漁
船
」
が
最
多
で

二
〇
艘
（
約
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
）、
次
い
で
「
天て

ん

当と
う

船ぶ
ね

」
九
艘
（
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
）、

「
漁
船
」
七
艘
（
約
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
全
体
の
八
割
近
く
を
漁
船
が
占
め

る
。「
丸
木
船
」
は
み
え
な
い
。
①
油
川
・
十
三
森
村
の
総
船
数
は
一
七
艘
で
う
ち

一
一
艘
が
「
合
漁
船
」、
②
油
川
村
の
総
船
数
は
九
艘
で
う
ち
「
漁
船
」
が
七
艘
、「
天

当
船
」
二
艘
、
③
田
沢
村
の
総
船
数
は
四
艘
で
「
合
漁
船
」
が
三
艘
、「
天
当
船
」
一

艘
、
④
飛
鳥
村
の
総
船
数
も
四
艘
で
す
べ
て
「
合
漁
船
」、
⑤
瀬
戸
子
村
の
総
船
数
は

二
艘
で
い
ず
れ
も
「
合
漁
船
」
で
あ
っ
た
。
②
油
川
村
以
外
の
漁
船
の
タ
イ
プ
は
、
す

べ
て
二
人
乗
り
の
「
合
漁
船
」
で
あ
る
。「
合
漁
船
」
の
寸
法
に
つ
い
て
、
全
長
を
基

準
に
す
る
と
、
最
小
は
全
長
八
尺
七
寸
（
約
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
①
№
14
）、
最
大
で
は

全
長
五
尋
（
約
七
・
六
メ
ー
ト
ル
、
①
№
10
・
№
12
）
で
あ
り
、
幅
を
基
準
に
し
た
場

合
、
最
小
が
三
尺
二
寸
（
約
九
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
③
№
1
）、
最
大
が
四
尺
八
寸

（
約
一
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
③
№
2
）
の
船
で
あ
る
。

　（
三
）
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
平
舘
村
ほ
か
四
か
村
の
漁
船
数
　

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
十
月
の
「
平
舘
勤
中
并
諸
手
扣
」（『
青
森
県
史
』
資
料
編

近
世
３

　
青
森
県

　
二
〇
〇
六
年

　
二
三
一
号
）
に
よ
る
と
、
平
舘
・
根
岸
・
石

崎
・
野
田
・
今
津
の
五
か
村
の
船
数
は
表
５
の
通
り
で
あ
っ
た
。
漁
船
の
種
類
と
し
て

は
、「
漁
船
（
舟
）」
が
九
二
艘
、「
丸
木
船
（
舟
）」
が
四
艘
、「
車
械
」
が
二
艘
、「
図

合
船
」
が
一
艘
、
ほ
か
六
艘
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
種
類
か
不
明
で
あ
る
。
五
か
村
合

計
の
船
数
は
一
〇
五
艘
で
あ
る
が
、「
漁
船
（
舟
）」
が
全
体
の
約
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
、「
丸
木
船
（
舟
）」
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
。

49
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表４　嘉永５年（1852）油川・十三森村ほか4か村の船数
①　油川・十三森村の船数 ③　田沢村の船数
№ 種類 艘数 積石数 寸　法 乗組人数 所有者 № 種類 艘数 積石数 寸　法 乗組人数 所有者
1 天当船 1艘 15石 － 3人乗 町油川忠吉 1 合漁船 1艘 － 長4尋、巾3尺2寸 2人乗 兵助
2 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川久蔵 2 合漁船 1艘 － 長3尋1尺、巾4尺8寸 2人乗 三十郎
3 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川太蔵 3 天当船 1艘 － － － 卯右衛門（油川太蔵方より借船）
4 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川重吉 4 合漁船 1艘 － － － 重助（油川又八請船）
5 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川弥市 計 4艘
6 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川己作 ④　飛鳥村の船数
7 合漁船 1艘 － 2丈5尺5寸 2人乗 町油川又次郎 № 種類 艘数 積石数 寸　法 乗組人数 所有者
8 合漁船 1艘 － 長4尋1尺、巾4尺5寸 2人乗 町油川利三郎 1 合漁船 1艘 － 長1丈5尺5寸、巾5尺 2人乗 太六
9 合漁船 1艘 － 長4尋3尺、巾4尺 2人乗 町油川多六 2 合漁船 1艘 － 長1丈5尺9寸、巾6尺 2人乗 佐助
10 合漁船 1艘 － 長5尋、巾4尺5寸 2人乗 町油川多六 3 合漁船 1艘 － 1丈4尺、巾5尺3寸 2人乗 清兵衛
11 合漁船 1艘 － 長4尋、巾4尺5寸 2人乗 町油川万七 4 合漁船 1艘 － － 2人乗 奥平部七郎兵衛より借船
12 合漁船 1艘 － 長5尋、巾4尺5寸 2人乗 町油川久八 計 4艘
13 合漁船 1艘 － 長3尋6尺、巾4尺2寸 2人乗 町油川弥市 ⑤　瀬戸子村の船数
14 合漁船 1艘 － 長8尺7寸、巾4尺2寸 2人乗 十三森市兵衛 № 種類 艘数 積石数 寸　法 乗組人数 所有者
15 合漁船 1艘 － 長4尋4尺、巾4尺3寸 2人乗 十三森伝之丞 1 合漁船 1艘 － 長1丈5尺5寸、巾5尺 2人乗 孫十郎（油川村弥市方へ貸船）
16 合漁船 1艘 － 長3尋2尺、巾4尺 2人乗 十三森伝助 2 合漁船 1艘 － 長1丈5尺9寸、巾6尺 2人乗 孫右衛門（奥内清之助方より借船）
17 合漁船 1艘 － 長4尋半、巾4尺5寸 2人乗 十三森竹次郎 計 2艘

計 17艘 合　計 36艘
②　油川村の船数
№ 種類 艘数 積石数 寸 法 乗組人数 所有者
1 天当船 1艘 15石 長4尋4尺、口5尺6寸 3人乗 三郎兵衛
2 天当船 1艘 15石 長4尋4尺、口5尺6寸 3人乗 三郎兵衛
3 漁船 1艘 － 長3尋3尺、口2尺3寸 2人乗 三郎兵衛
4 漁船 1艘 － 長3尋3尺、口4尺5寸 2人乗 三郎兵衛
5 漁船 1艘 － 長3尋4尺、巾4尺5寸 2人乗 乙次郎
6 漁船 1艘 － 長4尋1尺2寸、口3尺5寸 2人乗 三之丞
7 漁船 1艘 － 長4尋3尺、口5尺2寸 2人乗 孫作
8 漁船 1艘 － 長3尋3尺、口4尺5寸 2人乗 太郎
9 漁船 1艘 － （不明） 2人乗 甚左衛門

計 9艘
※「油川別段九月十月勤中留帳」より作成。

表５　安政３年（1856）平舘村ほか4か村の船数
①　平舘村 ③　石崎村 ④　野田村 ⑤　今津村
№ 種類 艘数 乗組人数 所有者 № 種類 艘数 乗組人数 所有者 № 種類 艘数 乗組人数 所有者 № 種類 艘数 乗組人数 所有者
1 漁船 1艘 4人乗 小三郎 9 漁船 1艘 1人乗 伝兵衛 14 漁舟 1艘 1人乗 五郎兵衛 1 車械 1艘 1人乗 長九郎
2 漁船 1艘 2人乗 小三郎 10 漁船 1艘 1人乗 善左衛門 15 漁舟 1艘 1人乗 五郎兵衛 2 漁舟 1艘 2人乗 長九郎
3 漁船 1艘 2人乗〔五〕右衛門 11 漁船 1艘 1人乗 利右衛門 16 漁舟 1艘 2人乗 長兵衛 3 漁舟 1艘 2人乗 三郎兵衛
4 漁船 1艘 2人乗 清次郎 12 漁船 1艘 1人乗 利右衛門 17 漁舟 1艘 1人乗 長兵衛 4 漁舟 1艘 2人乗 三郎兵衛
5 漁船 1艘 2人乗 岩次郎 13 漁船 1艘 1人乗 利右衛門 18 漁舟 1艘 2人乗 源次郎 5 漁舟 1艘 2人乗 三郎兵衛
6 漁船 1艘 1人乗 巳之丈 14 漁船 1艘 1人乗 徳〔　〕 19 丸木船 1艘 1人乗 万十郎 6 漁舟 1艘 5人乗 太郎兵衛

計 6艘 15 漁船 1艘 1人乗 三左衛門 20 漁舟 1艘 1人乗 万十郎 7 漁舟 1艘 2人乗 太郎兵衛
②　根岸村 16 漁船 1艘 1人乗 三左衛門 21 漁舟 1艘 2人乗 作之丈 8 漁舟 1艘 2人乗 太郎兵衛
№ 種類 艘数 乗組人数 所有者 17 漁船 1艘 4人乗 三助 22 車械 1艘 1人乗 勘七 9 漁舟 1艘 2人乗（不明）
1 漁船 1艘 2人乗 四郎左衛門 18 漁船 1艘 1人乗 治右衛門 23 漁舟 1艘 1人乗 勘七 10 漁舟 1艘 （不明）（不明）
2 漁船 1艘 4人乗 四郎左衛門 19 漁船 1艘 1人乗 重次郎 24 漁舟 1艘 3人乗 勘七 11 漁舟 1艘 2人乗（不明）
3 漁船 1艘 2人乗 四郎左衛門 20 漁船 1艘 1人乗（不明） 25 丸木舟 1艘 1人乗 次六 12 漁舟 1艘 2人乗（不明）
4 漁船 1艘 2人乗 五郎 21 漁船 1艘 1人乗 専太郎 26 漁舟 1艘 4人乗 馬助 13 漁舟 1艘 3人乗（不明）
5 漁船 1艘 1人乗 七郎兵衛 22 漁船 1艘 4人乗 専太郎 27 漁舟 1艘 3人乗 馬助 14 図合船 1艘 5人乗（不明）
6 漁船 1艘 3人乗 七郎兵衛 23 漁船 1艘 1人乗 喜兵衛 28 漁舟 1艘 4人乗 馬助 15 漁舟 1艘 5人乗 宇之丈
7 漁船 1艘 2人乗 半次郎 計 23艘 29 漁舟 1艘 3人乗 与次兵衛 16 漁舟 1艘 3人乗 宇之丈
8 漁船 1艘 2人乗〔　〕丈 ④　野田村 30 漁舟 1艘 1人乗 与次兵衛 17 （不明） 1艘 3人乗 嘉兵衛
9 漁船 1艘 2人乗（不明） № 種類 艘数 乗組人数 所有者 31 漁舟 1艘 3人乗 富蔵 18 （不明） 1艘 2人乗 次郎兵衛
10 漁船 1艘 2人乗 長次郎 1 漁船 1艘 2人乗 市兵衛 32 漁舟 1艘 3人乗 勘〔　〕 19 （不明） 1艘 （不明）次郎兵衛
11 漁船 1艘 2人乗 与惣兵衛 2 漁船 1艘 3人乗 市兵衛 33 漁舟 1艘 3人乗（不明） 20 （不明） 1艘 2人乗 宇之吉

計 11艘 3 丸木船 1艘 1人乗 佐助 34 漁舟 1艘 3人乗 万次郎 21 （不明） 1艘 2人乗 太左衛門
③　石崎村 4 漁舟 1艘 1人乗 佐助 35 漁舟 1艘 3人乗 万次郎 22 （不明） 1艘 （不明）太左衛門
№ 種類 艘数 乗組人数 所有者 5 漁舟 1艘 4人乗 佐助 36 漁舟 1艘 2人乗 源吉 計 22艘
1 漁船 1艘 1人乗 勇八 6 漁舟 1艘 1人乗 吉兵衛 37 漁舟 1艘 2人乗 清右衛門 合　計 105艘
2 漁船 1艘 1人乗 勇八 7 漁舟 1艘 3人乗 吉兵衛 38 漁舟 1艘 2人乗 松四郎
3 漁船 1艘 1人乗 喜兵衛 8 漁舟 1艘 1人乗 吉兵衛 39 漁舟 1艘 2人乗 熊助
4 漁船 1艘 2人乗 勘太郎 9 丸木 1艘 1人乗 松代 40 漁舟 1艘 2人乗 清八
5 漁船 1艘 1人乗 勘太郎 10 漁舟 1艘 2人乗 松代 41 漁舟 1艘 2人乗 太助
6 漁船 1艘 1人乗 勘太郎 11 漁舟 1艘 5人乗 弥五兵衛 42 漁舟 1艘 2人乗 勘兵衛
7 漁船 1艘 1人乗 伝兵衛 12 漁舟 1艘 2人乗 弥五兵衛 43 漁舟 1艘 1人乗 文次
8 漁船 1艘 1人乗 伝兵衛 13 漁舟 1艘 2人乗 弥五兵衛 計 43艘
※「平舘勤中并諸手扣」より作成
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乗
組
人
数
に
つ
い
て
み
る
と
、「
漁
船
（
舟
）」
で
は
一
人
乗
（
三
二
艘
）
か
ら
二
人

乗
（
三
六
艘
）、
三
人
乗
（
一
三
艘
）、
四
人
乗
（
七
艘
）
と
最
大
で
五
人
乗
（
三
艘
）

ま
で
の
大
き
さ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
地
域
に
お
い
て
の
「
漁
船
（
舟
）」

は
、
一
人
乗
〜
二
人
乗
用
の
大
き
さ
が
主
流
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
際
の
漁
労
は
、
一

人
な
い
し
二
人
で
行
う
内
容
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。「
丸
木
船

（
舟
）」
に
つ
い
て
も
四
艘
す
べ
て
一
人
乗
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、「
漁
船（
舟
）」
の
大
き
さ

と
し
て
は
、「
丸
木
船
（
舟
）」
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
も
の
が
多
く
製
作
さ
れ
た
よ
う
だ
。

　（
四
）
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
浅
虫
村
の
漁
船
数

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
「
横
内
組
浅
虫
村
当
戸
数
人
別
面
帳
」（
青
森
市
蔵

　

浪
川
健
治
「
横
内
組
浅
虫
村
当
戸
数
人
別
面
帳
」『
市
史
研
究
あ
お
も
り
』
３

　
青
森

市
　

二
〇
〇
〇
年
に
よ
る
）
に
書
き
上
げ
ら
れ
る
船
数
は
、「
丸
木
漁
船
」
三
一
艘
、

「
漁
船
」
二
艘
、「
大
中
遣
」
一
艘
、「
中
遣
（
船
）」
三
艘
、「
道
海
（
船
）」
二
艘
の
合

計
三
九
艘
で
あ
る
（
表
６
）。
た
だ
し
、
こ
の
な
か
で
「
大
中
遣
」「
中
遣
（
船
）」
は

い
ず
れ
も
松
前
領
の
領
民
が
所
有
す
る
も
の
で
、
浅
虫
村
の
領
民
は
こ
れ
ら
の
「
沖
船

頭
」
つ
ま
り
雇
わ
れ
船
頭
と
な
っ
て
い
る
。「
丸
木
漁
船
」
に
つ
い
て
、
全
長
を
基
準

に
し
た
場
合
、
最
小
は
二
間
四
尺
（
約
四
・
八
メ
ー
ト
ル
、
№
6
・
17
・
22
・
39
）
か

ら
最
大
で
三
間
五
尺
（
約
七
メ
ー
ト
ル
、
№
7
）
で
あ
り
、
幅
を
基
準
に
み
る
と
、
最

小
は
幅
三
尺
（
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
№
24
）、
最
大
は
五
尺
二
寸
（
約
一
五
八

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
№
1
）
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
丸
木
漁
船
」
に
つ
い
て
、
享
保
期
に
さ
か
ん
に
製
作
さ
れ
て
い

た
「
丸
木
船
」
と
同
様
の
船
と
解
釈
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
み
た
単
材
刳
船

と
み
ら
れ
る
丸
木
船
の
幅
は
、
最
大
で
も
三
尺
（
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
丸
木
漁
船
」
の
場
合
、
幅
は
す
べ
て
三
尺
以
上
と
、

よ
り
幅
が
大
き
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
丸
木
船
と
し
て
の
杣
取
が
許
可
さ
れ
た
樹
種

の
直
径
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ト
チ
ノ
キ
は
二
メ
ー
ト
ル
、
ハ
リ
ギ
リ
は
一
メ
ー
ト
ル
、

47

表６　文久３年（1863）浅虫村における船数
№ 種　類 寸　法 艘数 乗組人数 戸　主 № 種　類 寸　法 艘数 乗組人数 戸　主
1 丸木漁船 長3間4尺 巾5尺2寸 1艘 1人乗 源兵衛 21 丸木漁船 長3間 巾3尺8寸 1艘 1人乗 伊兵衛
2 丸木漁船 長2間4尺5寸 巾4尺8寸 1艘 1人乗 弟次郎 22 丸木漁船 長2間4尺 巾3尺7寸 1艘 1人乗 安兵衛
3 丸木漁船 長3間5尺 巾5尺3寸 1艘 1人乗 弟次郎 23 漁船 長2間4尺 巾3尺7寸 1艘 1人乗 安兵衛
4 丸木漁船 長3間4尺 巾4尺6寸 1艘 1人乗 孫兵衛 24 丸木漁船 長3間3尺 巾3尺 1艘 1人乗 安之助
5 丸木漁船 長3間4尺 巾3尺9寸 1艘 1人乗 孫兵衛 25 丸木漁船 長3間 巾4尺 1艘 1人乗 茂吉
6 丸木漁船 長2間4尺 巾3尺5寸 1艘 1人乗 藤之助 26 丸木漁船 長3間2尺5寸 巾4尺5寸 1艘 1人乗 安之丞
7 丸木漁船 長3間5尺 巾5尺1寸 1艘 1人乗 酉松 27 丸木漁船 長3間5寸 巾4尺5寸 1艘 1人乗 勘五郎
8 丸木漁船 長2間4尺5寸 巾3尺8寸 1艘 1人乗 幸次郎 28 丸木漁船 長3間2尺 巾4尺9寸 1艘 1人乗 勘五郎
9 丸木漁船 長3間 巾4尺 1艘 1人乗 弥四郎 29 道海船 長4間1尺 巾8尺1寸 1艘 2人乗 長太郎
10 丸木漁船 長3間5寸 巾4尺 1艘 1人乗 又兵衛 30 丸木漁船 長3間 巾4尺 1艘 1人乗 福次郎
11 中遣（明神丸） ― 1艘 4人乗 又兵衛 31 丸木漁船 長3間4尺 巾3尺9寸 1艘 1人乗 八五郎
12 丸木漁船 長3間 巾4尺 1艘 1人乗 弥助 32 中遣船（永福丸） ― 1艘 2人乗 藤五郎
13 丸木漁船 長3間3尺8寸 巾4尺5寸 1艘 1人乗 弥太郎 33 漁船 長3間4尺 巾3尺9寸 1艘 1人乗 熊次郎
14 丸木漁船 長3間 巾3尺6寸 1艘 1人乗 五郎兵衛 34 丸木漁船 長3間 巾3尺9寸 1艘 1人乗 和助
15 大中遣（大徳丸） ― 1艘 4人乗 茂八 35 丸木漁船 長3間1尺 巾4尺5寸 1艘 1人乗 次助
16 道海 長4間4尺 巾6尺1寸 1艘 2人乗 太次右衛門 36 丸木漁船 長3間5寸 巾4尺 1艘 1人乗 貝森藤助
17 丸木漁船 長2間4尺 巾3尺7寸 1艘 1人乗 又四郎 37 丸木漁船 長3間 巾4尺5寸 1艘 1人乗 権太郎
18 中遣（重福丸） ― 1艘 2人乗 重兵衛 38 丸木漁船 長3間1尺 巾4尺 1艘 1人乗 半四郎
19 丸木漁船 長3間3尺 巾4尺6寸 1艘 1人乗 重右衛門 39 丸木漁船 長2間4尺 巾3尺6寸 1艘 1人乗 源之丞
20 丸木漁船 長3間4尺 巾4尺 1艘 1人乗 重右衛門 計 39艘
※「横内組浅虫村当戸数人別面帳」より作成。
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ブ
ナ
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
現
実
的
に
は
直

径
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
木
を
伐
採
し
て
利
用
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
「
丸
木
漁
船
」
が
単
材
刳
船
と
し
て
の
「
丸
木
船
」
で
あ
っ
た
可

能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
丸
木
漁
船
」
の
構
造
は
、
先
に
み
た
よ

う
な
単
材
刳
船
と
し
て
の
「
丸
木
船
」
と
は
異
な
る
が
、「
丸
木
船
」
の
要
素
あ
る
い

は
特
徴
な
ど
を
残
し
な
が
ら
も
、
積
載
量
の
増
大
を
は
か
る
た
め
に
船
体
の
幅
を
よ
り

大
き
く
す
る
方
法
を
と
っ
て
製
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
五
）
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
九
浦
の
漁
船
数

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
「
九
浦
中
人
別
戸
数
諸
工
諸
家
業
総
括
牒
全
」（
弘
前

市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
）
か
ら
、
青
森
町
・
鰺
ヶ
沢
町
・
深
浦
町
・
十
三

町
・
大
間
越
町
・
野
内
町
・
蟹
田
町
・
今
別
町
の
九
浦（

７
）

に
お
け
る
船
数
を
抽
出
し
た
も

の
が
表
７
で
あ
る
。
九
浦
合
計
で
は
七
一
九
艘
で
、
艘
数
が
多
い
種
類
か
ら
順
に
「
漁

船
」
二
三
四
艘
（
約
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
丸
木
船
」
が
二
一
八
艘
（
約
三
〇
パ
ー
セ

ン
ト
）、「
橋
船
」
一
一
八
艘
（
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
三さ

ん

羽ぱ

船
」
五
七
艘
（
約
八

パ
ー
セ
ン
ト
）、「
図ず

合あ
い

船
」
三
五
艘
、「
通つ

う

伝で
ん

港み
な
と

船
」
三
一
艘
、「
間ま

瀬ぜ

船
」
七
艘
、

「
渡
海
船
」
七
艘
、「
川
崎
船
」
四
艘
、「
平
田
船
」
四
艘
、「
弁
財
船
」
二
艘
、「
秣ま

く
さ
か
り刈

船
」
二
艘
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
漁
船
」「
丸
木
船
」「
秣
刈
船
」
は
漁
船
で
、「
三

羽
船
」「
図
合
船
」
は
後
述
の
よ
う
に
ニ
シ
ン
漁
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
察
せ
ら

れ
る
。

青
森
町
に
つ
い
て
み
る
と
、「
丸
木
船
」
が
一
二
三
艘
、「
漁
船
」
が
八
艘
の
計

一
三
一
艘
で
、
漁
師
を
家
業
と
す
る
の
は
一
九
六
戸
で
あ
る
。
一
戸
あ
た
り
の
漁
船
所

有
数
は
約
〇
・
七
艘
と
一
艘
に
満
た
な
い
。
ま
た
、
文
化
八
年
時
点
に
お
け
る
青
森
町

の
漁
船
数
で
あ
る
「
丸
木
船
」
七
九
艘
、「
漁
船
」
一
六
艘
と
比
較
し
て
、「
丸
木
船
」

艘
数
は
お
よ
そ
一
・
五
倍
で
四
四
艘
の
増
、「
漁
船
」
総
数
は
八
艘
減
で
、
漁
船
数
全
体

と
し
て
は
約
一
・
四
倍
の
伸
び
を
示
す
。
つ
ま
り
、
漁
船
数
の
増
減
は
あ
る
が
、
幕
末

に
至
っ
て
な
お
青
森
町
に
存
在
す
る
船
の
主
体
は
漁
船
で
あ
り
、
な
お
か
つ
圧
倒
的
に

丸
木
船
に
よ
る
漁
業
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
鰺
ヶ
沢

の
場
合
、「
橋
船
」
つ
ま
り
沖
に
停
泊
す
る
船
と
陸
岸
と
の
連
絡
や
荷
物
の
運
搬
な
ど

に
使
用
す
る
艀は

し
けが

最
多
（
八
三
艘
）
で
、
ま
さ
に
全
体
の
五
割
以
上
を
占
め
る
主
力
の

船
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
領
内
最
有
力
湊
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
両
湊
の
性
格
を
対

照
的
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　（
六
）
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
青
森
博
労
町
・
安
方
町
・
蜆
貝
町
の
漁
船
数

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
「
人
別
戸
数
諸
工
・
諸
家
業
記
」（『
新
青
森
市
史
』
資

料
編
４
近
世
（
２
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
四
年

　
三
七
号
）
に
よ
れ
ば
、
青
森
町
の
漁

師
は
二
〇
六
軒
で
総
船
数
は
一
五
六
艘
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
総
漁
船
数

一
三
一
艘
に
対
し
て
二
五
艘
の
増
、
約
一
・
二
倍
と
な
り
、
漁
師
戸
数
も
一
〇
戸
ほ
ど

増
え
て
い
る
。
内
訳
と
し
て
、
青
森
博
労
町
が
「
漁
船
」
一
艘
、「
丸
木
船
」
一
九
艘

の
計
二
〇
艘
、
青
森
安
方
町
が
「
漁
舟
」
二
艘
、「
合
漁
船
」
五
艘
、「
丸
木
船
」
四
二

46

表７　元治元年（1864）九浦における船数
町　名 種　類 数 町　名 船舶種類 数

青森町
丸木船 123

大間越町
丸木船 13

漁船 8 計 13
計 131

野内町

図合船 5

鰺ヶ沢町

弁財船 1 三羽船 2
間瀬船 1 橋船 2
図合船 4 漁船 42
三羽船 23 計 51
橋船 83

蟹田町

図合船 3
丸木船 19 三羽船 2
漁船 34 橋船 4

計 165 漁船 15

深浦町

弁財船 1 計 24
三羽船 2

今別町

図合船 19
橋船 22 三羽船 17
丸木船 57 丸木船 6
漁船 22 漁船 99

計 104 計 141

十三町

川崎船 4 合　計 719
間瀬船 6
平田船 4
図合船 4
三羽船 11
渡海船 7
通伝港船 31
橋船 7
漁船 14
秣刈船 2

計 90
※「九浦中人別戸数諸工諸家業総括牒全」より作成。



近世北奥地域における漁船製作の動向 14

‒ 　 ‒

艘
の
計
四
九
艘
、
青
森
蜆
貝
町
が
「
漁
船
」
四
艘
、「
丸
木
船
」
八
二
艘
、
弁
才
船

（
一
〇
人
乗
）
一
艘
の
計
八
七
艘
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
青
森
町
に
お
け
る
漁
業
の
主

体
は
博
労
町
・
安
方
町
・
蜆
貝
町
で
あ
り
、
そ
の
主
力
と
な
る
漁
船
は
、
依
然
と
し
て

全
体
の
九
割
強
を
占
め
る
「
丸
木
船
」
で
あ
っ
た
。

　（
七
）
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
油
川
組
の
漁
船
数

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）「
各
組
村
々
当
戸
数
人
別
諸
工
諸
家
業
牛
馬
職
去
八
月
よ

り
当
巳
七
月
迄
増
減
惣
括
帳
」（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
３
近
世
（
１
）　
青
森
市

　

二
〇
〇
二
年

　
三
三
〇
号
）
に
よ
れ
ば
、
油
川
組
の
船
数
は
五
六
艘
と
み
え
、
こ
れ
ら

は
「
大
船
」「
中
船
」「
小
船
」
に
区
分
さ
れ
る
。「
大
船
」
の
内
訳
と
し
て
「
弁
財
」

一
艘
、「
天
当
」
一
艘
の
計
二
艘
、「
中
船
」
の
内
訳
と
し
て
「
図
合
」
一
艘
、「
三

羽
」
七
艘
の
計
八
艘
、「
小
船
」
の
内
訳
と
し
て
「
丸
木
船
」
一
五
艘
、「
車
械
船
」
三

艘
、「
漁
船
」
二
三
艘
の
計
四
六
艘
（
但
し
、
小
船
に
つ
い
て
は
「
内
分
不
引
合
」
と

あ
る
）
で
あ
っ
た
。
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
油
川
組
に
属
す
る
村
々
に
お
い
て
、
漁
師
を

家
業
と
す
る
の
は
一
三
軒
で
あ
る
か
ら
、
廻
船
で
あ
る
「
弁
財
」「
天
当
」
の
二
艘
を

除
く
と
、
一
軒
あ
た
り
四
艘
以
上
も
の
漁
船
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
限
ら
れ
た
史
料
を
も
と
に
、
十
九
世
紀
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
の
存
在
形

態
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
幕
末
に
至
る
ま
で
「
丸
木

船
」「
漁
船
」「
丸
木
漁
船
」「
合
漁
船
」
と
称
す
る
、
一
人
〜
二
人
乗
程
度
の
小
型
漁

船
が
漁
船
の
主
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
小
型
漁
船
の
な
か

で
も
、「
合
漁
船
」「
丸
木
漁
船
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
船
底
材
に
舷
側
板
を
取
り

付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
船
体
の
幅
を
広
げ
、
そ
れ
を
も
っ
て
耐
航
性
や
積
載
量
の
増
大

が
図
ら
れ
た
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
松
前
領
に
お
け
る
「
無
棚
」
造
り
と
津
軽
領
に
お
け
る

　
　「
ム
タ
マ
」
造
り
の
展
開

　津
軽
海
峡
を
は
さ
ん
で
津
軽
領
と
向
か
い
合
う
松
前
領
に
お
け
る
漁
船
に
つ
い
て

は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
松
前
領
江
差
沖
の
口
規
則
の
全
容
と
い
わ
れ
る
、

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）「
港
省
衙
規
則
」（『
江
差
町
史
』
第
一
巻
資
料
一

　
江
差
町 

一
九
七
七
年

　
四
三
〜
四
五
ペ
ー
ジ
）
の
「
造
船
役
物
」
の
項
に
よ
れ
ば
、「
い
そ

船
」「
保
っ
ち
船
」「
三さ

ん

半ぱ

船
」「
乗
替
船
」「
図
合
船
」「
中
遣
船
」「
大
中
遣
船
」
の
造

船
に
か
か
る
種
々
の
役
銭
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

　
　

○
造
船
役
物

　
　

一
、
銭
六
〇
〇
文

　
　
　

三
尺
以
下

　

四
尺
三
寸
迄

　
　

い
そ
船

　

保
っ
ち
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

百
八
拾
文

　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

　
　
　
　
　

弐
百
七
拾
文

　
　
　

板
杣
取
役

　
　
　
　
　

百
五
拾
文

　
　
　
　

造
役

　
　
　
　
　

〆

　
　

一
、
銭
壱
貫
弐
百
文

　
　

五
尺
三
寸
迄

六
尺
マ
テ

　
　

三
半
船

乗
替
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

　
　
　
　
　

六
百
文

　
　
　
　
　

板
杣
取
役

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

造
役

　
　
　
　
　

〆

　
　

一
、
銭
壱
貫
八
百
文

　
七
尺
迄

　
　

図
合
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

45
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壱
貫
五
拾
文

　
　
　

板
杣
取
役

　
　
　
　
　

四
百
五
拾
文

　
　
　

造
役

　
　
　
　
　

〆

　
　

一
、
銭
三
貫
弐
百
四
拾
文

　
八
尺
五
寸
迄

　
　

中
遣
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

　
　
　
　
　

弐
貫
三
拾
文

　
　
　

板
杣
取
役

　
　
　
　
　

八
百
拾
文

　
　
　
　

造
役

　
　
　
　
　

〆

　
　

一
、
銭
四
貫
三
百
廿
文

　
　

九
尺
五
寸
迄

　
大
中
遣
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

　
　
　
　
　

弐
貫
九
百
四
拾
文

　
板
杣
取
役

　
　
　
　
　

壱
貫
八
拾
文

　
　
　

造
船

　
　
　
　
　

〆
　
　
　
　（

下
略
）

「
い
そ
船
」（
幅
三
尺
（
約
九
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
）、「
保
っ
ち
船
」（
幅
四

尺
三
寸
（
約
一
・
三
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
）、「
三
半
船
」（
幅
五
尺
三
寸
（
約
一
・
六
メ
ー

ト
ル
）
ま
で
）「
乗
替
船
」（
幅
六
尺
（
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
）、「
図
合
船
」（
幅

七
尺
（
約
二
・
一
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
）
は
鯡
取
に
用
い
ら
れ
た
船
で
、「
中
遣
船
」（
幅

八
尺
五
寸
（
約
二
・
六
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
）
お
よ
び
「
大
中
遣
船
」（
幅
九
尺
五
寸
（
約

二
・
九
メ
ー
ト
ル
）ま
で
）
は
、
漁
夫
や
漁
具
、
漁
期
中
の
食
料
な
ど
の
仕
込
荷
物
や
、

漁
獲
物
で
あ
る
鯡
を
運
搬
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
船
で
あ
っ
た
。
右
の
史
料
か
ら
は
、

ま
ず
、
い
ず
れ
の
船
も
「
無む

棚た
な

」
と
「
板
」
の
二
種
類
の
部
材
を
用
い
て
つ
く
る
船
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
「
板
杣
取
役
」
に
つ
い
て
は
、
船
の
大
き
さ

（
こ
の
場
合
は
幅
に
よ
る
）
に
比
例
し
て
規
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、「
い
そ
船
」
お
よ
び

「
保
っ
ち
船
」
を
除
き
、
い
ず
れ
も
「
無
棚
」
の
杣
取
役
に
つ
い
て
は
三
〇
〇
文
と
一

定
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
図
合
船
」「
ホ
ッ
チ
」「
磯
船
」
の
合
船
役
金
に

つ
い
て
は
、
文
化
期
に
お
け
る
沖
の
口
支
配
業
務
の
状
況
を
知
り
う
る
「
松
前
・
吉
岡

沖
之
口
取
扱
御
収
納
取
立
方
手
続
並
問
屋
議
定
書
全
」（『
松
前
町
史
』
史
料
編
第
三
巻 

松
前
町

　
一
九
七
九
年 

一
三
八
ペ
ー
ジ
）
に
も
、

　
　
　（

前
略
）

　
一
、
図
合
船
無
棚
杣
取
役

　
　

船
大
小
ニ
不
拘
一
艘
分

　
銭
三
百
文

　
一
、
ホ
ッ
チ

磯

船
右
同
断

　
　
　
　
　

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銭
百
八
拾
文

　
　

右
無
棚
ト
申
ハ
船
底
敷
木
ノ
事
ヲ
申
候
、　（
下
略
）

と
み
え
る
。
つ
ま
り
「
船
底
敷
木
」
で
あ
る
「
無
棚
」
は
、
船
の
大
き
さ
に
関
わ
ら
ず

必
要
な
、
ほ
ぼ
一
定
の
材
積
の
用
材
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
船
の
大
き
さ
は
、
こ

の
ほ
ぼ
一
定
の
船
底
材
で
あ
る
「
無
棚
」
に
取
り
付
け
る
「
板
」
つ
ま
り
舷
側
板
に

よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
相
応
の
船
の
名
称
が
決
め
ら
れ
る
、
と
解
釈
さ

れ
よ
う
。

古
川
古
松
軒
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
幕
府
巡
見
使
に
随
行
し
た
際
、
江
差

で
漁
船
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
（『
東
遊
雑
記
』
東
洋
文
庫
27

　
平

凡
社

　
一
九
六
四
年
）。

磯
船
と
称
す
。
こ
れ
も
底
大
木
の
く
り
ぬ
き
な
り
。
松
前
海
上
は
浜
辺
一
、二

町
の
間
は
岩
石
数
多
な
る
ゆ
え
、
く
り
ぬ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
忽
ち
船
を
破
る
こ
と

に
て
、
大
小
と
な
く
松
前
に
あ
る
漁
舟
は
皆
み
な
底
は
一
め
ん
の
く
り
ぬ
き
な

り
。
こ
の
磯
船
と
称
せ
る
も
の
に
も
大
小
あ
り
て
、
長
さ
二
間
よ
り
二
間
半
、

三
、四
間
あ
る
舟
あ
り
。
横
は
不
調
法
に
せ
ま
く
し
て
、
尻
も
頭
も
な
く
、
勝
手

よ
き
方
へ
押
し
ま
わ
す
よ
う
に
つ
く
り
し
ふ
ね
な
り
。
沖
に
出
る
こ
と
は
そ
れ
ゆ

え
な
ら
ず
、
よ
う
よ
う
浜
辺
よ
り
二
、三
町
の
あ
い
だ
を
の
り
め
ぐ
る
船
ゆ
え
に

磯
船
と
い
う
な
り
。（
中
略
）

44
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磯
船
よ
り
上
の
浜
舟
を
「
ハ
ン
タ
船
」
と
称
す
。
土
人
に
文
字
を
尋
ね
し
に
知

ら
ず
と
い
う
。
半ハ

ン

淡タ

船
な
る
や
。
ハ
ン
タ
船
の
上
を
ス
ア
イ
船
と
称
す
。
洲
合
船

の
文
字
な
る
や
。
定
め
て
文
字
も
あ
る
べ
き
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
尋
ね
し
に
詳
か

な
ら
ず
。
右
の
三
船
は
漁
船
に
て
、
そ
れ
よ
り
う
え
の
舟
は
本
船
と
称
し
商
用
の

舟
な
り
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
松
前
領
で
用
い
ら
れ
た
漁
船
の
構
造
部
材
で
あ
る
「
無
棚
」
と

は
、
古
松
軒
の
説
明
す
る
、
一
木
を
刳
り
抜
い
て
つ
く
っ
た
刳
り
抜
き
材
で
あ
る
と
と

も
に
、
船
底
材
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
岩
礁
が
多
い
松
前
領
の

海
岸
地
域
に
稼
動
す
る
す
べ
て
の
漁
船
は
、
こ
の
「
無
棚
」
と
称
す
る
刳
り
抜
き
材
を

船
底
材
と
し
、
そ
れ
に
舷
側
板
を
つ
け
る
構
造
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
ほ
か
松
前
領
で
は
、「
向
地
」
よ
り
来
航
す
る
「
む
た
ま
造
」
の
船
を
対
象
に
、

廻
船
同
様
の
船
役
を
課
す
旨
が
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
四
月
に
指
示
さ
れ
て
い
る

（「
寛
政
十
年
沖
口
諸
御
役
並
問
屋
儀
定
控
」『
松
前
町
史
』
史
料
編
第
三
巻

　
松
前
町 

一
九
七
九
年

　
八
九
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
「
向
地
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
掲
げ
た
「
港
省

衙
規
則
」（
同
前
三
四
ペ
ー
ジ
）
に
、「
中
遣
船
以
下
向
地
ヨ
リ
買
下
シ
役
金
」
と
し

て
、　

一
、
中
遣
船

　
大
中
遣

　
弁
財

　
　

金
弐
両

　
一
、
三
半
船

　
図
合

　
　
　
　
　
　

金
壱
両
弐
歩

　
一
、
磯
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
弐
分

　
　
　

以
上

　
右
者
当
所
之
モ
ノ
他
国
ヨ
リ
買
船
致
候
節
取
立
候
事
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
本
州
方
面
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
の
「
む
た

ま
造
」と
は
、
い
か
な
る
構
造
の
船
で
あ
る
の
か
。「
国
日
記
」
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）

八
月
二
十
七
日
条
（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
３
近
世
（
１
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
二
年 

三
〇
五
号
）
に
よ
れ
ば
、
押
収
さ
れ
た
「
む
た
ま
壱
艘
」
が
、
弘
前
藩
領
油
川
村
で
入

札
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
国
日
記
」
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
三
月
四
日

条
に
は
、

一
、
野
内
町
清
右
衛
門
申
立
候
者
、
桂
無
玉
船
壱
艘
同
船
板
壱
枚
瀧
沢
山
之
内
平

沢
ニ
而
杣
取
願
之
儀
、
詮
義
之
上
桂
者
難
申
付
候
間
、
外
之
木
ニ
而
御
役
上
納

之
上
杣
取
、
又
右
衛
門
よ
り
申
付
之
、

と
、
野
内
町
の
清
右
衛
門
が
、
カ
ツ
ラ
の
「
無
玉
船
」
一
艘
と
「
船
板
」
一
枚
の
杣
取
を

願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弘
前
藩
領
に
お
い
て
も
「
む
た
ま
」
な
い
し
「
無
玉
船
」

が
、
船
材
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
松
前
で

い
う
「
向
地
」
の
概
念
に
は
、
当
然
弘
前
藩
領
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

弘
前
藩
領
浅
虫
村
の
庄
屋
安
兵
衛
に
よ
る
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）「
覚
書
」

（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
５
近
世
（
３
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
六
年

　
四
三
六
号
）
に

よ
れ
ば
、
浅
虫
村
の
忠
兵
衛
が
黒
石
藩
領
平
内
（
現
平
内
町
）
か
ら
購
入
し
た
ブ
ナ
の

「
無
玉
船
」
は
、
長
さ
が
三
間
、
幅
が
一
尺
五
寸
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

覚

　
一
、
ふ
な
木
無
玉
船
壱
艘

　
　

但
長
三
間

　
　

幅
壱
尺
五
寸

右
之
船
私
支
配
浅
虫
村
忠
兵
衛
儀
、
平
内
よ
り
買
越
参
候
旨
申
出
候
ニ
付
吟
味

仕
候
処
、
相
違
無
御
座
候
間
、
此
度
入
御
極
印
御
打
入
申
受
候
表
、
如
此
御
座

候
、
以
上
、

　
　

二
月
廿
五
日 

庄
屋
安
兵
衛
○

　
　
　

　
　

野
内
勤
番

　
　
　

対
馬
栄
作
様

ま
た
忠
兵
衛
が
、
こ
の
「
無
玉
船
」
に
極
印
を
受
け
た
上
で
新
造
し
よ
う
と
し
た
船

は
、
一
人
乗
の
「
丸
木
漁
舟
」
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　

覚

　
一
、
ふ
な
木
無
玉
船
壱
艘

　
　
　

但
平
内
よ
り
買
越
入
御
極
印
御
座
候
、



17

‒ 　 ‒

弘前大学大学院地域社会研究科年報　第10号

42

　
一
、
杉
引
割
板
六
数

（
マ
マ
）　

　
　
　
　

但
当
村
八
幡
宮
ノ
社
木
ニ
而
両
御
極
印
御
座
候
、

　
一
、
〆
檜
六
尺
ノ
五
寸
角
壱
本

　
但
古
木

右
者
私
支
配
浅
虫
村
忠
兵
衛
と
申
者
、
前
書
之
木
柄
ヲ
以
丸
木
漁
舟
壱
人
乗
新

規
合
船
仕
度
旨
願
申
出
候
ニ
付
吟
味
仕
候
所
、
相
違
無
御
座
候
間
、
願
之
通
合

船
被
仰
付
被
下
置
度
、
此
段
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　

三
月

こ
の
「
丸
木
漁
舟
」
と
は
、
一
尺
五
寸
（
約
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
い
う
幅
か
ら

み
て
も
、
一
本
の
木
を
刳
り
抜
い
て
つ
く
っ
た
丸
木
船
そ
の
も
の
で
は
な
い
。「
丸
木

漁
舟
」
に
は
、「
丸
木
」
船
の
要
素
を
残
し
た
漁
船
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
丸
木
船
に

技
術
的
系
譜
が
連
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
含
意
が
あ
る
よ
う
だ
。
つ
ま

り
、「
丸
木
漁
舟
」
と
は
、
刳
り
抜
き
材
で
あ
る
無
玉
船
を
船
底
材
と
し
て
、
こ
れ
に

ス
ギ
材
を
引
き
割
っ
た
六
枚
の
舷
側
板
を
接
合
し
た
構
造
の
船
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
ほ
か
に
、

①
　

浅
虫
村
の
覚
蔵
が
、
一
人
乗
の
「
丸
木
漁
船
」
一
艘
を
盛
岡
藩
領
川
内
村

（
現
む
つ
市
）
か
ら
購
入
。

②
　

浅
虫
村
の
喜
八
が
、
久
栗
坂
村
の
弥
次
郎
の
所
有
船
で
あ
る
、
長
さ
三
間
二

尺
、
幅
四
尺
五
寸
の
「
丸
木
漁
舟
」
一
艘
を
購
入
。

③
　

浅
虫
村
の
浅
之
丈
が
、
久
栗
坂
村
の
弥
七
郎
の
所
有
船
で
あ
る
、
長
さ
三
間

二
尺
、
幅
四
尺
の
「
丸
木
漁
舟
」
一
艘
を
購
入
。

と
あ
り
、
中
古
の
「
丸
木
漁
舟
」
の
売
買
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら

に
は
、
同
じ
く
浅
虫
村
の
庄
屋
安
兵
衛
に
よ
る
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
正
月
「
諸

御
用
留
帳
」（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
５
近
世
（
３
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
六
年

　

四
三
七
号
）
に
は
、

　
一
、
丸
木
漁
舟
壱
人
乗
壱
艘

　
但
長
弐
間
五
尺

幅
三
尺
五
寸

右
者
私
支
配
浅
虫
村
安
兵
衛
と
申
者
、
此
度
南
部
川
内
村
三
五
郎
方
よ
り
買
越

ニ
付
願
申
出
候
ニ
付
吟
味
仕
候
所
相
違
無
御
座
候
間
、
依
之
御
改
之
上
焼
極
印

御
打
入
被
仰
付
被
下
度
、
此
段
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　

四
月 

庄
屋

　
印
形

　
　
　
　
　

　
　
　
　

蝦
名
鉄
蔵
様

と
み
え
る
ほ
か
、

　
一
、
丸
木
漁
舟
壱
人
乗
壱
艘

　
但
長
四
間

　

四
尺
五
寸

右
者
私
支
配
浅
虫
村
次
助
と
申
者
、
此
度
南
部
安
渡
村
作
左
衛
門
方
よ
り
買
越

ニ
参
候
旨
断
申
出
候
ニ
付
吟
味
仕
候
所
相
違
無
御
座
候
、
依
之
御
改
之
上
焼
御

極
印
御
打
入
申
受
候
表
、
如
此
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　

辰
ノ
九
月
九
日 

代
庄
屋
五
郎
兵
衛

　
　
　

　
　
　
　

野
内
勤
番

　
　
　
　

同
所
警
固
蝦
名
鉄
蔵
様

と
あ
り
、
盛
岡
藩
領
の
川
内
や
安
渡
（
現
む
つ
市
）
が
「
丸
木
漁
舟
」
の
供
給
地
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
無
玉
船
」
を
用
い
て
つ
く
っ
た
構

造
の
「
丸
木
漁
舟
」
は
、
野
内
、
久
栗
坂
、
浅
虫
、
平
内
な
ど
の
津
軽
領
、
盛
岡
藩
領

の
川
内
や
安
渡
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
陸
奥
湾
沿
岸
地
域
に
普
及
し
た
も
の
で
、
中
古
船

と
し
て
の
売
買
も
行
わ
れ
る
ほ
ど
、
需
要
の
高
い
タ
イ
プ
の
漁
船
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

と
く
に
、
盛
岡
藩
領
の
川
内
や
安
渡
は
「
丸
木
漁
舟
」
の
生
産
地
で
も
あ
り
、
そ
の
市

場
は
弘
前
藩
領
に
ま
で
広
が
り
を
み
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
先
に
み
た
、
松
前
で
用
い
ら
れ
る
船
底
材
と
し
て
の
「
無
棚
」
と
、
津

軽
領
・
南
部
領
に
お
け
る
船
底
材
と
し
て
の
「
無
玉
」
は
、
同
じ
の
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
村
上
島し

ま
の
じ
ょ
う

之
允
（
号
は
秦は

た
あ
は
き
ま
る

檍
丸
）
撰
「
蝦
夷
生
計
図
説（

７
）

」
五
続
造
舟
の
部
に
説
明

さ
れ
る
「
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
フ
」
の
図
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

是
は
前
に
出
せ
る
舟
敷
の
事
也
。
夷
語
に
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
と
称
す
る
は
、
イ

タ
は
板
を
い
ひ
、
シ
ャ
キ
は
無
き
を
い
ひ
、
チ
ブ
は
舟
の
事
に
て
、
板
な
き
舟
と
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い
ふ
事
也
。
も
と
舟
の
敷
な
る
を
か
く
い
ふ
も
の
は
、
丸
木
を
と
り
た
る
ま
ゝ
に

て
左
右
の
板
を
付
ず
、
夷
人
河
を
乗
る
と
こ
ろ
の
舟
と
こ
と
な
ら
ざ
る
ゆ
へ
、
時

に
よ
り
て
は
其
ま
ゝ
に
て
河
を
乗
る
事
も
あ
る
ゆ
へ
に
か
く
は
い
へ
る
な
り
。
萬

葉
集
に
棚
な
し
小
舟
と
い
へ
る
は
こ
れ
な
る
に
や
。
今
に
至
り
て
船
工
の
語
に
、

敷
よ
り
上
に
つ
け
る
板
を
棚
板
と
い
ふ
。
さ
ら
ば
無
棚
小
舟
は
棚
板
な
き
舟
と
い

ふ
の
心
な
る
べ
し
。
今
本
邦
の
船
の
製
作
か
ゝ
る
敷
の
法
を
用
ひ
ざ
る
は
い
つ
の

頃
よ
り
に
か
有
ら
ん
。
カ
シ
キ
、
ヲ
モ
キ
な
ど
い
ふ
事
の
、
船
工
ど
も
の
製
作
に

初
り
し
よ
り
、

カ
シ
キ
と
い
へ
る
も
ヲ
モ
キ
と
い
へ
る
も
少
し
づ
ゝ
其
製
に
か
は
り
た
る
事

は
あ
れ
ど
も
、
格
別
に
た
が
ふ
と
こ
ろ
は
非
す
、
い
づ
れ
も
敷
を
厚
き
板
に

て
作
り
そ
れ
に
左
右
の
板
を
釘
に
て
固
く
と
ぢ
つ
け
て
、
本
文
に
い
へ
る
イ

タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
の
如
く
に
な
し
、
そ
れ
よ
り
上
に
左
右
の
板
を
次
第
に
つ

け
、
仕
立
る
也
。
製
至
て
堅
固
也
。
今
の
船
工
の
用
る
敷
の
法
み
な
こ
れ
也
。

其
製
の
堅
固
な
る
を
利
と
し
て
専
ら
そ
れ
の
み
を
用
ひ
し
よ
り
、
終
に
其
法
を
は

失
ひ
し
な
る
べ
し
。
今
奥
、
羽
の
両
国
松
前
と
ふ
に
て
は
、
な
を
其
法
を
伝
へ
て

猟
船
に
は
こ
と
ご
と
く
敷
に
右
の
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
を
用
ゆ
。
是
を
ム
タ
マ
と
称

す
。
ム
タ
マ
は
ム
タ
ナ
の
転
語
に
し
て
、
と
り
も
な
を
さ
ず
棚
板
な
き
舟
と
い
ふ

こ
ゝ
ろ
也
。
其
敷
に
左
右
の
板
を
つ
け
、
夷
人
の
船
と
ひ
と
し
く
仕
立
た
る
を
モ

チ
フ
と
称
す
。（
下
略
）

右
の
説
明
の
要
旨
は
、
お
お
む
ね
次
の
四
点
に
整
理
さ
れ
る
。

①
　

船
底
材
の
役
割
に
つ
い
て

・
　

ア
イ
ヌ
の
「
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
」
と
は
板
を
つ
け
な
い
丸
木
船
の
こ
と
で
あ

り
、
舟
敷
（
船
底
材
）
の
こ
と
で
あ
る
。

・
　

本
州
の
船
大
工
が
製
作
す
る
「
カ
シ
キ
」「
ヲ
モ
キ
」
も
、
厚
い
板
で
敷
に
す

る
こ
と
で
船
を
堅
固
に
す
る
も
の
で
、
丸
木
船
を
船
底
材
に
す
る
場
合
と
意
味
は

同
じ
で
あ
る
。

②
　

丸
木
船
を
船
底
材
と
す
る
造
船
技
術
の
変
遷
に
つ
い
て

・
　「

カ
シ
キ
」（
加
敷
）「
ヲ
モ
キ
」（
面
木
）
で
つ
く
っ
た
構
造
の
船
が
堅
固
で
あ

る
と
い
っ
て
、
船
大
工
が
皆
こ
の
技
術
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
丸
木
船
を
船
底

材
と
す
る
造
船
技
術
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
奥
羽
両
国
お
よ
び
松
前

な
ど
に
お
い
て
の
み
、
船
底
に
丸
木
船
を
用
い
る
技
術
を
今
な
お
伝
え
て
い
る
。

③
「
ム
タ
マ
」
の
語
義
に
つ
い
て

・
　

奥
羽
両
国
お
よ
び
松
前
な
ど
の
地
域
の
猟
船
は
、
船
底
に
丸
木
船
を
用
い
る
技

術
で
製
作
さ
れ
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
「
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
」
に
あ
た
る
も
の
を

「
ム
タ
マ
」
と
称
す
る
。

・
　「

ム
タ
マ
」
と
は
「
ム
タ
ナ
」
が
転
じ
て
で
き
た
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
「
棚
板
な
き
舟
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

④
　

ア
イ
ヌ
の
造
船
技
術
の
採
用
に
つ
い
て

・
　

船
底
材
で
あ
る
「
ム
タ
マ
」
に
左
右
の
舷
側
板
を
取
り
付
け
、
ア
イ
ヌ
の
船
と

同
じ
よ
う
に
仕
上
げ
た
船
を
「
モ
チ
フ
」
と
称
す
る
。

「
ム
タ
マ
」
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
に
特
に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

島
之
允
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
イ
タ
シ
ャ
キ
チ
ブ
」
の
和
訳
と
し
て
の
「
無
棚
（
ム
タ

ナ
）」
が
、
北
奥
地
域
に
お
い
て
人
口
に
膾
炙
さ
れ
る
う
ち
に
、
呼
称
と
語
義
が
乖
離

し
て
し
ま
い
「
ム
タ
マ
」
に
転
じ
た
、
と
み
て
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
よ
り

も
む
し
ろ
「
む
た
ま
壱
艘
」「
無
玉
船
壱
艘
」
な
ど
と
、
船
底
材
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
艘
、
二
艘
と
数
え
る
と
こ
ろ
に
、「
棚
板
な
き
舟
」（
＝
丸
木
船
）
の
本
来
的

意
義
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
の
言
葉
に
船
底
材
の
語
義
を
借
り
つ
つ
、
ま
た
、
丸
木
船
の

船
底
材
に
左
右
の
舷
側
板
を
取
り
付
け
た
構
造
を
も
つ
ア
イ
ヌ
の
「
縄
綴
船
」
の
造
船

技
術
を
も
採
用
し
た
と
こ
ろ
に
、
異
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
と
の
交
流
・
接
触
を
も
っ
た
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北
奥
地
域
造
船
界
と
し
て
の
、
ひ
と
つ
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に

み
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
、
津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
が
自
ら
は
「
縄
綴
船
」
を
製
作
し
て
い

な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
津
軽
領
に
お
け
る
「
ム
タ
マ
」
造
り

の
展
開
は
、
と
く
に
松
前
の
ア
イ
ヌ
の
、
船
底
材
で
あ
る
丸
木
船
の
両
舷
に
舷
側
板
を

取
り
付
け
る
造
船
技
術
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
州
の
船
大
工
が
「
カ
ジ
キ
」（
根
棚
と
も
い
う
。
船
底
材
で
あ
る
航か

わ
らの

両
側
に
つ

け
る
厚
い
棚
板
を
指
す
。
北
陸
地
方
で
は
「
お
も
木
」
と
も
呼
ぶ
）「
ヲ
モ
キ
」
を
用

い
る
技
術
に
移
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
い
ず
れ
の
方
法
を
採
っ
て
も
船
体

を
堅
固
に
す
る
点
で
は
大
き
な
差
異
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
奥
地
域
に
お
け
る

漁
船
の
分
野
で
は
、
依
然
と
し
て
、
単
材
刳
船
と
し
て
の
丸
木
船
、
そ
し
て
そ
の
丸
木

船
を
船
底
材
に
用
い
る
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
構
造
が
主
力
で
あ
り
続
け
た
。
こ
れ
は
ま

さ
に
、
津
軽
海
峡
や
陸
奥
湾
な
ど
の
海
の
道
を
媒
介
と
し
て
、
松
前
・
北
奥
地
域
と
い

う
一
つ
の
生
活
圏
が
共
有
し
続
け
た
造
船
技
術
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

十
八
世
紀
前
半
の
弘
前
藩
領
に
お
い
て
、
一
般
の
和
人
領
民
が
製
作
し
用
い
た
漁
船

の
タ
イ
プ
は
、
全
長
お
よ
そ
七
メ
ー
ト
ル
前
後
の
、
一
木
か
ら
刳
り
抜
い
た
丸
木
船
す

な
わ
ち
単
材
刳
船
が
主
力
で
あ
っ
た
。
領
内
で
は
、
と
く
に
陸
奥
湾
に
面
し
た
津
軽
半

島
東
北
部
の
地
域
と
、
日
本
海
に
面
し
た
津
軽
地
方
の
西
海
岸
地
域
が
、
村
領
や
そ
の

後
背
に
豊
か
な
山
林
を
抱
え
、
杣
取
に
至
便
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
年
間
一
〇
〇
艘
と

い
う
領
民
に
よ
る
漁
船
の
製
作
が
盛
行
を
み
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
船

材
と
な
る
樹
種
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
藩
の
利
用
統
制
に
よ
り
、
ク
リ
、
カ
ツ
ラ
、

ヒ
バ
と
い
っ
た
良
質
な
船
材
を
丸
木
船
と
し
て
調
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ト

チ
ノ
キ
、
ブ
ナ
、
ハ
リ
ギ
リ
を
中
心
と
し
た
耐
朽
性
に
劣
る
雑
木
を
利
用
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
船
材
を
用
い
た
丸
木
船
は
わ
ず
か
数
年
で
耐
用
年
数
を
迎
え

る
た
め
、
さ
ほ
ど
時
間
を
お
か
ず
に
新
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
伐
採
量

増
大
に
伴
う
船
材
木
払
底
の
危
機
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
領
民
側
で
は
、
従
来
の
丸
木
船
に
加
え
、「
丁
板
」「
か
わ
ら
」
と
称
す
る
船

底
材
を
「
水
押
」（
船
首
材
）
と
舷
側
板
で
接
合
し
た
「
合
漁
船
」
の
製
作
も
試
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
単
材
刳
船
の
積
載
能
力
の
限
界
と
、
雑
木
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
船
体
の
耐
朽
性
の
低
さ
を
克
服
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
、「
御
停
止
木
」
で
あ
っ
た
ヒ
バ
・
カ
ツ
ラ
を
部
材

と
し
て
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
が
あ
い
ま
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の

が
、「
合
漁
船
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
技
術
に

よ
っ
て
、
単
材
刳
船
で
あ
る
限
り
は
な
し
え
な
か
っ
た
、
船
体
の
幅
の
拡
大
が
可
能
と

な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
積
載
量
の
増
大
が
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

弘
前
藩
の
九
浦
を
は
じ
め
沿
岸
地
域
に
お
け
る
漁
船
の
分
野
で
は
、
近
世
を
通
じ
て

「
丸
木
船
」「
合
漁
船
」「
漁
船
」
の
ほ
か
、「
丸
木
漁
船
」
と
称
す
る
小
型
船
が
多
用
さ

れ
た
。「
丸
木
漁
船
」
と
は
、
浅
虫
村
を
中
心
に
重
用
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
ブ
ナ

材
な
ど
を
用
い
た
「
無
玉
船
」
と
称
す
る
刳
り
抜
き
の
船
底
材
に
ス
ギ
材
の
舷
側
板
を

取
り
つ
け
た
構
造
を
も
っ
て
い
た
。
当
時
、
盛
岡
藩
領
の
川
内
・
安
渡
が
こ
の
「
丸
木

漁
船
」
の
供
給
地
で
あ
り
、
津
軽
領
の
久
栗
坂
、
浅
虫
、
平
内
な
ど
、
と
く
に
陸
奥
湾

沿
岸
地
域
に
お
い
て
普
及
し
、
新
造
船
は
も
ち
ろ
ん
中
古
船
も
流
通
す
る
ほ
ど
需
要
の

高
い
船
型
で
あ
っ
た
。

津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
も
一
般
和
人
領
民
同
様
、
ト
チ
ノ
キ
・
ハ
リ
ギ
リ
な
ど
を
用
い
た

単
材
刳
船
を
多
用
す
る
と
と
も
に
、
船
底
材
や
舷
側
板
に
相
当
す
る
部
材
を
組
み
合
わ

せ
る
技
術
を
も
っ
て
、
よ
り
大
型
の
漁
船
を
も
製
作
し
用
い
て
い
た
。
十
八
世
紀
初

頭
、
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
縄
綴
船
」（
丸
木
船
の
両
舷
に
舷
側
板
を
縄
で
綴
じ
合
わ
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せ
た
形
式
）
は
、
松
前
の
ア
イ
ヌ
が
鯡
漁
に
使
用
す
る
船
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
お

り
、
津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
は
自
ら
「
縄
綴
船
」
を
製
作
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

十
九
世
紀
に
至
り
、
丸
木
船
に
淵
源
を
も
つ
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
技
術
は
、
松
前

領
、
津
軽
領
、
南
部
領
、
秋
田
領
な
ど
北
日
本
地
域
に
し
か
み
ら
れ
な
い
独
特
の
も
の

と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
動
向
に
注
目
す
る

と
、
そ
の
船
材
と
造
船
技
術
の
供
給
範
囲
は
、
領
内
の
み
な
ら
ず
津
軽
海
峡
や
陸
奥
湾

を
取
り
巻
く
北
奥
地
域
全
体
に
展
開
す
る
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
造
船
界
が
形
成
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
謝
辞
〕

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
弘
前
大
学
人
文
学
部
・
大
学
院
地
域
社
会
研
究

科
教
授
の
長
谷
川
成
一
先
生
か
ら
、
貴
重
な
ご
助
言
と
ご
指
導
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
こ

こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
二
名
の
査
読
者
か
ら
、
貴
重
な
ご
意
見
と

ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
１
）
み
ち
の
く
北
方
漁
船
博
物
館
（
青
森
県
青
森
市
）
に
は
「
津
軽
海
峡
及
び
周
辺
地
域
の
ム
ダ
マ

ハ
ギ
型
漁
船
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
六
七
隻
」（
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
）
が
収
蔵
・
展
示
さ
れ
る
。
ム

ダ
マ
ハ
ギ
と
は
津
軽
海
峡
を
中
心
に
秋
田
県
の
北
部
、
岩
手
県
の
北
部
か
ら
北
海
道
一
円
に
か
け

て
の
地
域
に
広
く
分
布
し
て
い
た
形
式
の
木
造
漁
船
で
あ
る
。
カ
ツ
ラ
や
ブ
ナ
、
ス
ギ
、
ヒ
バ
な

ど
を
用
い
た
ム
ダ
マ
と
称
す
る
船
底
部
の
刳
り
抜
き
材
を
使
用
し
、
こ
の
平
底
の
船
底
に
タ
ナ
イ

タ
（
カ
イ
グ
と
も
）
と
い
わ
れ
る
舷
側
板
を
接
ぎ
合
わ
せ
、
ア
バ
ラ
と
呼
ぶ
補
強
材
を
つ
け
た
も

の
で
、
ほ
か
に
は
み
ら
れ
な
い
独
特
の
構
造
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
す
で
に
指
定
さ
れ
て
い
る
丸
木

舟
や
、
ド
ブ
ネ
な
ど
の
オ
モ
キ
造
り
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
で
、
わ
が
国
の
木
造
船
の
発
達
過
程

を
理
解
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
監

修
『
月
刊
文
化
財
』
一
九
九
八
年
一
月
号

　
第
一
法
規
株
式
会
社
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

図
１
は
、
ム
ダ
マ
ハ
ギ
と
し
て
も
っ
と
も
一
般
的
な
構
造
で
、
地
域
的
に
も
最
も
広
範
囲
に
分
布

す
る
、
ム
ダ
マ
（
刳
り
抜
き
の
船
底
材
）
に
タ
ナ
イ
タ
（
舷
側
板
）
を
一
枚
ず
つ
接
合
し
た
構
造

の
実
測
図
で
あ
る
。
昭
和
五
十
二
、
三
年
頃
の
製
作
で
、
青
森
県
佐
井
村
矢
越
で
収
集
さ
れ
た

「
イ
ソ
ブ
ネ
」（
重
要
有
形
民
俗
文
化
財

　
指
定
番
号
三
│
〇
七
）。
み
ち
の
く
北
方
漁
船
博
物
館

所
蔵
。

（
２
）
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
「
津
軽
海
峡
及
び
周
辺
地
域
の
ム
ダ
マ
ハ
ギ
型
漁
船
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

六
七
隻
」
の
う
ち
、
岩
手
県
久
慈
市
で
収
集
さ
れ
た
ム
ダ
マ
ハ
ギ
構
造
の
「
カ
ッ
コ
」（
指
定
番

号
四
│
〇
四
）
の
製
作
年
代
が
昭
和
二
十
年
十
一
月
で
あ
る
。
ま
た
、
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か

で
は
、
青
森
県
六
ヶ
所
村
泊と

ま
りで

収
集
さ
れ
た
、
指
定
番
号
三
│
二
二
の
「
マ
ル
キ
ブ
ネ
」（
単
材

刳
船
）
が
最
も
古
く
、
明
治
三
十
年
頃
の
製
作
で
あ
る
。

（
３
）｢

国
日
記｣

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
閏
五
月
二
日
条

一
、
山
役
人
三
上
十
兵
衛
・
本
間
吉
兵
衛
・
釣
金
次
郎
右
衛
門
・
新
田
藤
兵
衛
書
付
に
て
郡
奉
行

迄
申
立
候
者
、
赤
石
組
海
辺
浦
之
者
共
雑
木
せ
ん
ノ
木
・
栩
ノ
木
・
し
な
ノ
木
・
し
こ
ろ
へ
・

ふ
な
ノ
木
ニ
而
年
々
漁
船
数
百
艘
宛
打
出
シ
申
候
、
依
之
御
役
銀
少
々
宛
も
御
取
上
ヶ
可
被
遊

候
哉
、
漁
船
之
儀
に
御
座
候
得
者
漁
師
共
別
而
難
儀
仕
儀
無
御
座
候
、

　
　
　
　（

中
略
）

　
郡
奉
行
付
紙

　
山
役
人
共
申
立
候
趣
僉
儀
仕
候
処
紙
面
之
通
尤
成
儀
奉
存
候
、
漁
船
之
儀
舟
材
木
願
申
出
候
節

沙
汰
仕
相
応
之
御
役
銀
差
上
ヶ
杣
取
仕
候
様
被
仰
付
候
儀
如
何
可
被
仰
付
候
哉
、

　
　
　
　（

中
略
）

　
　

外
ニ
郡
奉
行
・
町
奉
行
・
勘
定
奉
行
付
紙

一
、
雑
木
漁
船
壱
艘

　
　
　
　
　
　

御
役
銭
八
匁

　
　
　
　（

中
略
）

　
右
之
通
向
後
御
役
取
立
候
様
被
仰
付
候
哉
、

　
　
　
　（

中
略
）

右
之
通
申
立
候
ニ
付
、
大
道
寺
隼
人
江
相
達
付
紙
之
通
向
後
御
役
取
立
并
津
出
御
停
止
之
儀
も

夫
々
申
付
候
旨
右
書
付
に
て
勘
定
奉
行
江

遣
之
、
尤
郡
奉
行
江

も
甚
右
衛
門
よ
り
申
遣
之
、

（
４
）
御
停
止
木
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
土
谷
紘
子
「
天
保
飢
饉
時
の
弘
前
藩
に
お
け
る
山
林
利
用
│

天
保
五
年
四
月
「
兼
平
村
栗
木
盗
伐
詫
証
文
」
を
手
か
が
り
と
し
て
│
」（
長
谷
川
成
一
監
修

『
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
変
容
│
創
造
さ
れ
る
歴
史
像
│
』
岩
田
書
院

　
二
〇
〇
八
年
）
に

詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
国
日
記
」
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
七
月
二
十
七
日
条
に
は

「
御
停
止
木
」
と
し
て
山
漆
・
槐
・
槻
・
桑
・
桐
・
松
・
檜
・
杉
・
椹
の
九
種
が
み
え
、
桂
・

栗
・
朴
が
追
加
さ
れ
た
。
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
は
、
檜
・
杉
・
松
・
栗
・
槻
・
槐
・
栃
・

椹
・
漆
・
柏
木
・
栓
・
榀
・
栲
の
一
四
種
の
伐
採
が
禁
じ
ら
れ
（「
津
軽
年
表
」
十
『
日
本
林
制

史
資
料

　
弘
前
藩
』
四
四
三
ペ
ー
ジ
）、「
国
日
記
」
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
八
月
二
十
一
日
条

に
よ
れ
ば
、
杉
・
檜
・
桂
・
槻
・
五
葉
松
・
柏
木
・
漆
・
椹
・
桐
・
楮
・
栗
・
の
一
二
種
が
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
停
止
木
の
種
類
は
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
と
指
摘
す
る
。
停
止
木
を
許
可
無
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く
伐
採
す
る
と
「
徒
伐
（
盗
伐
）」
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
な
り
、
停
止
木
を
除
く
木
は
「
雑
木
」

と
総
称
さ
れ
薪
炭
材
や
建
材
に
用
い
ら
れ
た
。

（
５
）「
天
当
船
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
前
期
津
軽
領
の
廻
船
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
地

域
社
会
研
究
』
第
５
号

　
二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
、「
国
日
記
」
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
九

月
二
十
六
日
条
の
海
難
記
事
か
ら
、
二
五
石
〜
三
五
石
積
、
二
、
三
人
乗
の
大
き
さ
で
、
柾
・
垂

木
な
ど
の
材
木
や
流
木
（
薪
材
を
指
す
）
や
塩
な
ど
を
廻
漕
す
る
、
陸
奥
湾
沿
岸
地
域
に
活
動
す

る
小
廻
し
船
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
ま
た
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
「
滝
屋
御

用
留
」（
青
森
県
立
図
書
館
蔵

　『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
２

　
青
森
県

　
二
〇
〇
二
年

　
五
三

二
号
）
に
よ
れ
ば
、
郡
中
人
別
戸
数
増
減
書
上
に
つ
い
て
、「
一
、
川
舟
ニ
て
も
荷
舟
は
積
石
、

漁
舟
は
丈
幅
、
明
細
ニ
書
出
候
様
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
よ
り
積
石
数
が
重

視
さ
れ
る
「
天
当
船
」
に
つ
い
て
は
、
漁
船
で
は
な
く
荷
船
と
み
な
し
て
か
ま
わ
な
い
。

（
６
）
弘
前
藩
で
は
物
資
や
人
の
出
入
り
を
限
定
す
る
九
浦
制
が
お
か
れ
て
い
た
。
青
森
・
鰺
ヶ
沢
を

両
浜
と
い
い
、
両
浜
に
十
三
・
深
浦
を
加
え
て
四
浦
と
称
し
、
蟹
田
・
今
別
を
二
浦
と
い
い
、
以

上
の
各
湊
に
大
間
越
・
碇
ヶ
関
・
野
内
の
三
関
所
を
加
え
て
、
九
浦
と
称
し
た
も
の
で
、
寛
文
〜

延
宝
期
（
一
六
六
一
〜
八
〇
）
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
難
波
信
雄
「
津
軽
藩
九
浦

制
沿
革
小
考
」『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
号

　
一
九
八
四
年
に
よ
る
）。

（
７
）『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
四
巻

　
探
検
・
紀
行
・
地
誌

　
北
辺
篇（
三
一
書
房

　一
九
六
九

年
）
に
よ
る
。
村
上
島
之
允
は
幕
府
の
普
請
役
雇
で
絵
図
師
。
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
は
東

蝦
夷
地
を
探
検
し
て
国
後
島
へ
至
り
、
寛
政
十
二
年
に
東
蝦
夷
地
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に

は
西
蝦
夷
地
を
踏
査
し
た
。
蝦
夷
地
の
風
俗
、
産
物
を
描
き
簡
単
な
説
明
を
付
し
て
編
ん
だ
「
蝦

夷
島
奇
観
」
に
満
足
せ
ず
、「
稲
穂
図
説
」「
耕
作
図
説
」「
造
舟
図
説
」
な
ど
を
完
成
さ
せ
た
。

こ
の
遺
稿
が
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
三
月
に
「
伊
勢
秦
檍
丸
撰
、
常
陸
間
宮
倫
宗
増
補

　
蝦
夷

生
計
図
説
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
（
以
上
、
同
書
「
蝦
夷
生
計
図
説
解
題
」
に
よ
る
）。
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Fishing Boat Construction Trends
in the Northern Japanese regions
 In the Early Modern Period

Ishiyama Akiko

Abstract：
What construction type, size, and quantity of fi shing boats were produced in Northern Japan, in 

the early modern period? What regional characteristics were there?
The Hirosaki clan in the fi rst half of the 18th century produced fi shing boats dug out of a single 

tree, measuring around 7 meters in total length. While a large number of smaller boats were 
produced as well, it was not possible to make boats from quality wood like Japanese chestnut or 
Judas trees under domain regulations. This made the use of horse chestnut, beech, castor oil and 
other tree varieties that were not decay-resistant unavoidable.

During the Awasegyosen construction, the bottom board, called a “Chouita” or “Kawara”, was 
connected to the “Miyoshi” (stem) with wooden planks forming the boat’s side. These fi shermen 
were attempting to overcome the limited carrying capacity and low decay resistance of the single-
material canoes. I believe the Awasegyosen was born from that, coupled with the new availability 
of Gochoujiboku (trees prohibited from logging) such as Judas and cypress trees as materials.

In the fi eld of fi shing boats in coastal regions, starting with Kuura of the Hirosaki clan, great use 
was made of small-sized boats called “Maruki-gyosen” made with the Mutamabune construction, 
where planks were instead mounted to the boat bottom. In the Morioka Domain, Kawauchi and 
Ando were the supply areas for these ships. The “Maruki-gyosen” were prized in the Tsugaru 
regions of Kugurizaka, Asamushi, Hiranai, and especially off  the coast of Mutsu bay, where the 
newly built ships were understandably in higher demand than second hand ones. 

Coming to the 19th century, we start to see regional diff erences in construction techniques for 
“Mutama”, which had their origin in dugout canoes. These diff erences were seen in the Northern 
Japanese regions of Matsumae, Tsugaru, Nanbu, and Akita.
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